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第 ３ 回   熊本県議会  経済環境常任委員会会議記録 

 

令和２年６月18日(木曜日) 

            午前９時58分開議 

            午前10時46分休憩 

            午前10時53分開議   

            午後０時16分休憩

午後１時12分開議   

            午後１時36分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 議案第１号 令和２年度熊本県一般会計補

正予算(第４号) 

 議案第３号 専決処分の報告及び承認につ

いてのうち 

 議案第４号 専決処分の報告及び承認につ

いてのうち 

 議案第12号 熊本県部落差別の解消の推進

に関する条例の制定について 

 議案第22号 令和２年度熊本県一般会計補

正予算(第５号) 

 報告第１号 令和元年度熊本県一般会計繰

越明許費繰越計算書の報告についての

うち 

 報告第４号 令和元年度熊本県一般会計事

故繰越し繰越計算書の報告についての

うち 

 報告第６号 令和元年度熊本県電気事業会

計建設改良費繰越額の使用に関する計

画の報告について 

 報告第７号 令和元年度熊本県電気事業会

計事故繰越額の使用に関する計画の報

告について 

 報告第８号 令和元年度熊本県工業用水道

事業会計建設改良費繰越額の使用に関

する計画の報告について 

 請第14号 「地方消費者行政に対する財政

支援(交付金等)の継続・拡充を求める

意見書」の提出を求める請願 

 請第15号 「地方消費者行政に対する財政

支援(交付金等)の継続・拡充を求める

意見書」の提出を求める請願 

 請第16号 「消費者自立のための生活再生

総合支援事業」の継続を求める請願 

 請第17号 コロナ禍を乗りこえるために最

低賃金の大幅引き上げと全国一律制度

求める請願 

 委員会提出議案 地方消費者行政に対する

財政支援(交付金等)の継続・拡充を求

める意見書(案) 

 閉会中の継続審査事件(所管事務調査）に

ついて 

 報告事項 

  ①水俣病対策の状況について 

  ②「水俣湾環境対策基本方針」に基づく

水俣湾の環境調査結果及び水俣湾埋立

地の点検・調査結果(令和元年度） 

  ③熊本県におけるシカの推定生息頭数の

調査結果について 

   ――――――――――――――― 

出 席 委 員(８人） 

        委 員 長 緒 方 勇 二 

        副委員長 末 松 直 洋 

        委  員 小早川 宗 弘 

        委  員 早 田 順 一 

        委  員 内 野 幸 喜 

        委  員 前 田 憲 秀 

        委  員 島 田   稔 

        委  員 城 戸   淳 

欠 席 委 員(なし） 

議   長        池 田 和 貴 

委員外議員(なし） 

―――――――――――――― 

説明のため出席した者 
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 環境生活部 

         部  長 藤 本   聡 

       政策審議監 松 岡 正 之 

        環境局長 小 原 雅 之 

      県民生活局長 無 田 英 昭 

 首席審議員 

     兼環境政策課長 波 村 多 門 

     水俣病保健課長 原 田 義 隆

首席医療審議員 山 口 喜久雄 

     水俣病審査課長 坂 野 定 則 

    環境立県推進課長 財 津 和 宏 

      環境保全課長 葉 山 清 春 

      自然保護課長 前 田   隆 

    循環社会推進課長 小 原 正 巳 

  くらしの安全推進課長 田 元 雅 文 

      消費生活課長 枝 國 智 子           

男女参画・協働推進課長 木 村 和 子 

    人権同和政策課長 緒 方 克 治 

 商工観光労働部 

部 長 藤 井 一 恵 

理 事 

（観光経済交流担当） 寺 野 愼 吾 

政策審議監 

兼商工労働局長 三 輪 孝 之 

新産業振興局長 小 牧 裕 明 

観光経済交流局長 小金丸   健 

商工政策課長 梅 川 日出樹 

商工振興金融課長 増 田 要 一 

首席審議員 

兼労働雇用創生課長 岡 村 郷 司 

産業支援課長 大 下   慶 

エネルギー政策課長 上 塚 恭 司 

企業立地課長 工 藤   晃 

観光物産課長 脇   俊 也 

政策監 池 田 健 三 

首席審議員兼国際課長 府 高   隆 

        政策監兼 

国際課国際観光推進室長 川 嵜 典 靖 

 企業局 

局 長 藤 本 正 浩 

総務経営課長 永 松 浩 史 

工務課長 伊 藤 健 二 

労働委員会事務局            

局 長 谷 口   誠 

審査調整課長 吉 田 桂 司 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

       議事課主幹 岡 部 康 夫 

   政務調査課課長補佐 松 本 浩 明  

――――――――――――――― 

  午前９時58分開議 

○緒方勇二委員長 それでは、ただいまから

第３回経済環境常任委員会を開会いたしま

す。 

 まず、本日の委員会に１名の傍聴の申出が

ありましたので、これを認めることといたし

ました。 

 次に、今回付託された請第14号、請第15号

及び請第16号について、提出者から趣旨説明

の申出があっておりますので、これを許可し

たいと思います。 

 それでは、請第14号、請第15号及び請第16

号についての説明者を入室させてください。 

  （請第14号、請第15号及び請第16号の説

明者入室) 

○緒方勇二委員長 説明者の方に申し上げま

す。各委員には請願書の写しを配付しており

ますので、説明は簡潔にお願いします。 

 それでは、請第14号、請第15号及び請第16

号について、一括して御説明をお願いしま

す。 

  （請第14号、請第15号及び請第16号の説

明者の趣旨説明) 

○緒方勇二委員長 趣旨はよく分かりまし

た。後でよく審査しますので、本日はこれで

お引取りください。 

  （請第14号、請第15号及び請第16号の説

明者退室) 

○緒方勇二委員長 次に、請第17号につい

て、提出者から趣旨説明の申出があっており
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ますので、これを許可したいと思います。 

 それでは、請第17号についての説明者を入

室させてください。 

  （請第17号の説明者入室) 

○緒方勇二委員長 説明者の方に申し上げま

す。各委員には請願書の写しを配付しており

ますので、説明は簡潔にお願いします。 

 それでは、請第17号について、御説明をお

願いします。 

  （請第17号の説明者の趣旨説明) 

○緒方勇二委員長 趣旨はよく分かりまし

た。後でよく審査しますので、本日はこれで

お引取りください。 

  （請第17号の説明者退室) 

○緒方勇二委員長 次に、本日は、執行部全

員が出席する初めての委員会でありますの

で、幹部職員の自己紹介をお願いし、その

後、本委員会に付託された議案等を議題と

し、これについて審査を行いますが、新型コ

ロナウイルス感染拡大防止の観点から、県議

会でも密閉、密集、密接の３つの密を避ける

取組を行っているところでもありますので、

環境生活部と残りの商工観光労働部、企業局

及び労働委員会の出席を分けて、幹部職員の

自己紹介と議案等に関する説明を求めること

としました。 

 まず、環境生活部から幹部職員の自己紹介

と議案等の審査を行い、休憩を挟みまして、

商工観光労働部、企業局及び労働委員会事務

局の幹部職員の自己紹介と議案等の審査を行

います。その後、再度休憩を挟みまして、付

託議案等の採決を行います。 

 それではまず、環境生活部の幹部職員の自

己紹介をお願いします。 

 なお、自己紹介は、課長以上について、自

席からお願いします。また、審議員及び課長

補佐については、お手元にお配りしておりま

す説明資料中の役付職員名簿により紹介に代

えたいと思います。 

 それでは、藤本環境生活部長から順にお願

いします。 

  （環境生活部長、政策審議監～人権同和

政策課長の順に自己紹介) 

○緒方勇二委員長 １年間、このメンバーで

審議を行いますので、よろしくお願いしま

す。 

 次に、付託議案等の審査に入りますが、執

行部の説明を求めた後に質疑を受けたいと思

います。 

 なお、執行部の説明は、効率よく進めるた

めに、着座のまま簡潔にお願いします。 

 それでは、藤本環境生活部長から総括説明

を、続いて、担当課長から資料に従い、順次

説明をお願いします。 

 初めに、藤本環境生活部長。 

 

○藤本環境生活部長 おはようございます。

環境生活部長でございます。 

 議案等の説明に入ります前に、まず、新型

コロナウイルス感染症に関連した環境生活部

における取組状況について御説明申し上げま

す。 

 県内で感染例が報告される中、感染者やそ

の家族、職場等の関係者に対する差別的な発

言や扱いなど、不適切な事例が確認されてお

ります。 

 人権施策を所管する当部としましては、そ

の未然防止に向け、市町村とも連携し、広

報、啓発等に取り組むとともに、常設の県人

権センターでの相談に加えまして、感染者な

どからの専用相談窓口を新たに設置し、関係

部局と連携して、そのサポートに当たってお

ります。 

 また、県消費生活センターでは、マスクの

購入や旅行のキャンセルなど、新型コロナウ

イルスに関連した相談が増加しており、その

対応とともに、報道機関への投げ込みや県の

ホームページを通じて、便乗商法などへの注

意喚起も行っております。 

 このほか、県民生活に不可欠な家庭からの
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ごみや産業廃棄物の処理について、各事業者

の事業継続体制の確保等にも努めているとこ

ろでございます。 

 今後は、感染拡大防止と、地域経済並びに

県民生活の維持、この２つの目標の両立に向

けた取組が必要になります。環境生活部とし

ましても、関係機関とも連携し、しっかり対

応してまいります。 

 それでは、令和２年度の環境生活部の組織

機構について、まず御説明申し上げます。 

 令和２年度組織機構図及び役付職員名簿の

１ページをお願いいたします。資料のほうで

ございます。 

 組織機構図、職員名簿の１ページでござい

ます。よろしいでしょうか。 

 当部は、政策審議監の下、環境政策課ほか

２課、環境局長、県民生活局長の下に各４

課、合わせて本庁11課、出先機関として水俣

市にあります環境センターで構成し、職員数

は、本庁186名、環境センター４名、合計190

名でございます。 

 次に、環境生活部関係議案の概要につきま

して御説明申し上げます。 

 今回提出しております議案は、予算関係１

件、条例１件、報告２件でございます。 

 まず、第１号議案の令和２年度熊本県一般

会計補正予算でございますが、総額800万円

余の増額をお願いしております。 

 その主な内容は、新型コロナウイルス関連

で、消費生活相談窓口の強化等に要する経費

でございます。 

 これによりまして、特別会計を含めた環境

生活部の令和２年度の予算総額は、181億

8,500万円余となります。 

 次に、条例議案でございます。 

 第12号議案の熊本県部落差別の解消の推進

に関する条例の制定については、部落差別の

解消を推進することにより部落差別のない社

会を実現するため、現行の条例を全部改正

し、関係規定について整備するものでござい

ます。 

 次に、報告でございます。 

 報告第１号の令和元年度熊本県一般会計繰

越明許費繰越計算書の報告については、水道

施設整備事業費など４つの事業につきまし

て、総額４億7,800万円余を令和２年度へ明

許繰越しを行うものでございます。 

 また、報告第４号の令和元年度熊本県一般

会計事故繰越し繰越計算書の報告について

は、国立公園満喫プロジェクト推進事業費な

ど２つの事業につきまして、総額2,500万円

余を令和２年度へ事故繰越を行うものでござ

います。 

 以上が今回提出しております議案の概要で

ございます。 

 このほか、その他報告事項としまして、水

俣病対策の状況についてなど３件、御報告を

いたします。 

 詳細につきましては、関係課長が御説明い

たしますので、御審議のほどどうぞよろしく

お願い申し上げます。 

 

○緒方勇二委員長 次に、担当課長から説明

をお願いします。 

 

○葉山環境保全課長 環境保全課でございま

す。 

 説明資料の２ページをお願いいたします。 

 一般会計繰越明許費繰越計算書でございま

すが、環境衛生費の水道施設整備事業費

3,900万円余を令和２年度へ明許繰越しを行

うものでございます。 

 繰越理由は、補助事業者において、特注品

の入手に時間を要し、工事施工に不測の日数

を要したためでございます。 

 環境保全課は以上でございます。よろしく

御審議をお願いいたします。 

 

○前田自然保護課長 自然保護課でございま

す。 
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 資料の３ページをお願いいたします。 

 鳥獣保護費についてですが、95万3,000円

の増額補正をお願いしております。 

 一番右の説明欄を御覧ください。 

 豚熱ウイルスの野生イノシシへの感染状況

を把握する目的で、捕獲した野生イノシシか

ら血液を採取し、環境省が指定する研究機関

へ送付するものです。 

 続きまして、１ページおめくりいただきま

して、４ページをお願いいたします。 

 繰越明許費の繰越計算書ですが、上段の国

立公園における国際化・老朽化対策等整備交

付金事業費は、栴檀轟園地の歩道、橋梁の改

修等で１億4,300万円余を繰り越していま

す。 

 繰越しの理由ですが、工法検討及び設計、

積算に不測の日数を要し、発注が遅れたため

繰越しとなったものです。 

 下段の国立公園満喫プロジェクト推進事業

費は、草千里展望所の案内板整備や大観峰園

地のトイレ改修等を行うもので、２億7,900

万円余を繰り越しております。 

 こちらも、基本計画策定及び設計、積算に

不測の日数を要し、発注が遅れたため繰越し

となったものです。 

 いずれの事業も、年度内完了を予定してお

ります。 

 引き続き、資料の５ページをお願いいたし

ます。 

 事故繰越の繰越計算書です。 

 国立公園満喫プロジェクト推進事業費は、

古坊中駐車場のトイレ改修等で2,400万円余

の事故繰越となっています。 

 電気制御盤等の資材確保が困難となり、工

事施工に不測の日数を要したため繰越しとな

ったものです。なお、８月に完了見込みで

す。 

 自然保護課は以上です。御審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

 

○小原循環社会推進課長 循環社会推進課で

ございます。 

 資料は、６ページをお願いいたします。 

 令和元年度繰越明許費繰越計算書でござい

ます。 

 リサイクル製品等利用促進事業費で1,630

万円を計上いたしております。これは、産業

廃棄物のリサイクル促進のため、施設整備、

研究技術開発に対し補助を行うものでござい

ます。 

 本件は、補助対象事業者におきまして、廃

プラスチックを固形燃料化する施設を設置す

るために必要な手続に時間を要し、事業進捗

が遅れたため、今年度に予算を繰り越すもの

でございます。 

 続いて、７ページをお願いいたします。 

 令和元年度事故繰越し繰越計算書でござい

ます。 

 リサイクル製品等利用促進事業費で140万

円を計上しております。これも、産業廃棄物

のリサイクル促進のため、施設整備、研究技

術開発に対し補助を行うものです。 

 本件では、補助対象事業者において、廃プ

ラスチックを粒状のペレット化する施設を設

置することとしておりました。年明けに予定

しておりました工場内における施設の動作確

認や調整を行うことができず、調達に時間を

要したため、今年度に予算を繰り越すもので

ございます。 

 循環社会推進課は以上でございます。よろ

しくお願いいたします。 

 

○田元くらしの安全推進課長 くらしの安全

推進課でございます。 

 説明資料の８ページをお願いいたします。 

 上段の交通安全対策促進費といたしまし

て、301万円余の補正をお願いしておりま

す。 

 主な事業といたしまして、１の交通安全推

進連盟補助は、熊本県交通安全推進連盟が行
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う交通安全運動及び県民に対する交通安全意

識啓発、交通安全資機材の購入等に要する経

費の補助を行うものでございます。 

 ２の交通安全母の会補助につきましては、

交通安全母の会が行う活動に対する補助であ

り、子供自転車教室等の開催に要する費用や

交通安全啓発用ののぼり旗購入費用等でござ

います。 

 下段に移りますが、青少年育成費といたし

まして、63万円余の補正をお願いしておりま

す。 

 この事業につきましては、熊本県青少年育

成県民会議が行う県民フォーラム等の事業活

動に要する経費を助成するものでございま

す。 

 以上、360万円余をお願いしております。

御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○枝國消費生活課長 消費生活課でございま

す。 

 資料の９ページをお願いいたします。 

 消費者行政推進費につきまして、397万円

余の増額補正をお願いしております。これ

は、新型コロナウイルス感染症の影響で増加

しております消費生活相談に対応するための

経費でございます。 

 今年の２月中旬以降、新型コロナウイルス

関連の消費者トラブル相談が増加しており、

これまでに約440件の相談が寄せられており

ます。冒頭の部長説明にもありましたとお

り、相談内容としましては、旅行や結婚式場

等のキャンセル、また、マスクの購入に関し

ましては、注文していないのにマスクが届い

たといった相談などが寄せられております。 

 相談件数全体としては、昨年同時期の約

1.4倍となっており、県民からの御相談にし

っかりと対応していくため、消費生活センタ

ーの相談窓口の強化を図りたいと考えており

ます。 

 このため、臨時的に消費生活相談員の増員

を行いますほか、消費生活相談員に助言、指

導を行う専門相談アドバイザーや臨床心理士

の配置日数の増加、また、消費生活に関する

相談会を実施するための経費を計上させてい

ただいております。 

 消費生活課は以上でございます。御審議の

ほどよろしくお願いいたします。 

 

○緒方人権同和政策課長 人権同和政策課で

あります。 

 説明資料10ページをお願いいたします。 

 第12号議案、熊本県部落差別の解消の推進

に関する条例の制定についてであります。 

 内容につきましては、13ページ、条例(案)

の概要で御説明させていただきます。 

 まず、縦１番、改正の趣旨であります。 

 現在もなお部落差別が存在していること、

また、情報化の進展に伴って、現行条例が制

定された平成７年とは部落差別に関する状況

が変化していること等を踏まえ、平成28年に

部落差別の解消の推進に関する法律が制定さ

れたことに鑑み、部落差別のない社会を実現

するため、基本理念、県の責務等を定めるも

のであります。 

 次に、縦２番、改正の内容であります。 

 (1)であります。部落差別の解消を推進

し、部落差別のない社会を実現することを条

例の目的とし、基本理念を定め、県の責務を

見直すものであります。 

 (2)であります。部落差別の解消を推進す

る具体的な施策として、相談体制の充実、教

育及び啓発等に関する規定を追加しておりま

す。 

 (3)であります。結婚及び就職に際しての

同和地区への居住に係る調査の規制につい

て、現行条例で対象としている県内事業者に

県外事業者を加えるものであります。 

 (4)その他規定の整理も行っております。 

 縦３番、施行期日は、公布の日を予定して

おります。 



第３回 熊本県議会 経済環境常任委員会会議記録（令和２年６月18日) 

 - 7 - 

 以上であります。御審議をよろしくお願い

いたします。 

 

○緒方勇二委員長 以上で環境生活部の説明

が終了いたしましたので、質疑を受けたいと

思います。 

 なお、質疑は、該当する資料のページ番

号、担当課と事業名を述べてからお願いしま

す。 

 また、質疑を受けた課は、課名を言って、

着座のままで説明をしてください。 

 それでは、質疑はございませんか。 

 

○内野幸喜委員 まず、部長の総括説明の中

にありました――これは、人権同和政策課に

なるんですかね。今回、県内で感染例が報告

される中、様々な差別的な発言や扱いなど、

不適切な事例が確認されていますというふう

にありました。 

 コロナというのは、やっぱり誰でも感染す

る可能性はあるんですよね。そうしたとき

に、やっぱり事実に基づかないことによる偏

見や誤解に基づくものというのがたくさんあ

ったと思います。私の地元の有明保健所管内

でも２件ありましたけれども、例えば、保育

所の問題であったりとか、ごみを焼却すると

きの問題とか、いろいろやっぱりありまし

た。 

 そうしたときに、やっぱり県が、今どのよ

うな――相談窓口を新たに設置し、関係部局

と連携しサポートに当たっていますというふ

うになっていますけれども、まず、今現在ど

んなことをやっているのかというのをちょっ

とお聞かせいただければなと思います。 

 

○緒方人権同和政策課長 御質問の件、ま

ず、県のサポート体制について、概要を御説

明いたします。 

 まず、３月11日に、例えば、感染者とか感

染者のその家族とか、関係者の方々をサポー

トするために、サポート電話を設置しまし

た。これが、朝の９時から夕方の５時まで、

うちの職員を一人一人張りつけて対応してお

ります。 

 設置しまして、大体215人の方々に、直接

その家族とか、あるいは関係者の方々とか、

215人の方に、こういうチラシを保健所を経

由して差し上げて、もしその人権等の御相談

があった場合は御連絡くださいというふうに

周知しております。 

 そのほか、平成14年に、うちは人権センタ

ーに人権相談窓口というのがありまして、こ

れは一般の方から人権の相談を受け付けるん

ですけれども、そういうところでも対応して

おります。 

 このほか、先ほど委員がおっしゃったとお

り、正しい知識あるいは情報に基づき行動し

ていただくために、例えばホームページとか

ラジオとかテレビスポット、新聞広告、その

ほか「県からのたより」とか、あるいは市町

村への周知を行うとか、関係課にお願いして

関係団体に周知を行っていく、このような取

組もやっております。 

 以上であります。 

 

○内野幸喜委員 ありがとうございます。い

ろんな取組をやっていらっしゃるんだと思い

ます。 

 ただ、私が今回思ったことが２つあって、

まず１つは、ここに書いてあります市町村と

の連携ってあります。それぞれの地域にお住

まいの方と一番密接に関係しているのは、や

っぱり市町村なんですね。やっぱり市町村の

方々が、まあ役場の職員ですね、市役所の職

員だったり、そういった方々がやっぱり一番

密接にいつも住民の方と接しているわけです

から、その市町村との連携というのを、今ま

さに、コロナが発生していない状況の中で、

今後――起こってほしくないんですけれど

も、第２波、第３波というのが仮に起こるの
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であれば、そこをちゃんとやっぱり連絡、連

携を取りながら、しっかりとした取組をやっ

ていただきたいというのが１つです。 

 それともう一つは、やっぱりこれは最近テ

レビでもよくありましたけれども、ネットに

おける誹謗中傷とか、実はやっぱりいろいろ

あったんですよ。だから、そういったことに

ついては、これは、なかなか県だけではでき

ない部分があると思うんですよね。そういっ

たことについて、今どういうふうに考えてい

るのかとか、また、どういうふうに取り組ん

でいくのかと、ちょっとそこもお聞かせいた

だければなと思います。 

 

○緒方人権同和政策課長 まず第１点目、市

町村との連携なんですけれども、これに関し

ては、例えば、感染事例が発生した保健所と

か、あるいは関係市町村にうちの人権担当の

職員を派遣しまして、直接そこで状況を把握

する、あるいはどのようなことになっている

かということで市町村の御意見もいただく

と、このような対応をしてまいりました。ま

た、今後も、それは、発生した場合は続けて

いこうと思います。 

 あと、ネットの書き込みについてなんです

けれども、さすがにネットの書き込みで、そ

れをやめさせるという決定的な方法はないん

ですけれども、これにつきましては、先ほど

も述べました、例えば周知、広報とか、そう

いうことで県民の皆さんに、あるいは県外も

含むかもしれませんが、正しい情報とか正し

い知識を持っていただいて、冷静な判断を呼

びかけていくと、そのような方法で対応して

いきたいと思っております。 

 以上であります。 

 

○内野幸喜委員 そのネットに関して言うな

ら、あとやっぱり教育委員会とかとも――実

は、この３か月間休校が取られていたもので

すから、やっぱり家にいて、例えば、親の目

が届かないところでいろいろネット関係をし

て、それを一元的に、それだけの情報でいろ

いろあったという話も聞いてますので、この

ネットについては、幅広くいろんな――県庁

内でもいろんな部にまたがると思いますの

で、そういったことの取組もやっていってほ

しいなというふうに思います。 

 

○緒方勇二委員長 要望でいいですか。 

 

○内野幸喜委員 はい。 

それから、引き続きいいですか。 

 

○緒方勇二委員長 はい、どうぞ。 

 

○内野幸喜委員 ９ページ、消費生活課です

けれども、今回いろんな相談があっている

と。約440件、２月以降ですね。昨年の1.4倍

ということですけれども、いろんな支援策と

かもあって、場合によっては、詐欺的なもの

だったりとか犯罪のようなものもあるかもし

れないので、今これについて、警察との連携

というのはどうなっているのかなというのを

ちょっとお聞かせいただければなと思いま

す。 

 

○枝國消費生活課長 消費生活課でございま

す。 

 今、内野委員からお話がございましたとお

り、様々な御相談が寄せられております。 

 冒頭の説明にもありましたとおり、今のと

ころ、結婚式場や旅行のキャンセル等、あと

はマスクの注文等が一番多いのですが、悪質

な事例として寄せられておりますのが数件、

県の消費生活センターのほうにも寄せられて

おります。例えば、コロナウイルスに効くと

か、コロナウイルスを寄せつけないといいま

した効果、効能をうたった商品を勧められた

とか、あとは、特別定額給付金が始まりまし

た際に、個人情報を入力してくださいという
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ふうなＳＮＳが届いたというふうな事例が寄

せられております。 

 このような場合には、県警と連携を図って

おりまして、こういうふうな情報が寄せられ

ましたということを県の消費生活センターの

ほうからもおつなぎをしまして、例えば県警

のほうですと、ゆっぴー安心メールなども配

信されてますので、連携を図りながら、注意

喚起をしたほうがよい場合には、お互いに情

報共有を図りながら進めているというところ

でございます。 

 以上でございます。 

 

○小早川宗弘委員 関連して、この相談窓口

の強化というふうなことで、390万円余の補

正予算が組まれているところでありますけれ

ども、この相談員とか、先ほど説明であった

ように、アドバイザーとかいう方々の人数

は、大体どれぐらいの人数を強化しようとし

ているとかを教えてください。 

 

○枝國消費生活課長 消費生活課でございま

す。 

 まず１点目でございますけれども、現在、

消費生活相談員13名配置しております。た

だ、先ほど御説明いたしましたとおり、昨年

同時期の約1.4倍に増えておりますので、１

名増加をさせていただきたいというふうに考

えております。 

 件数から考えますと、１名増員すること

で、ほぼ例年並みの１人当たり相談員が受け

ます件数になるかというふうに今考えており

ますので、当面１名増員で進めさせていただ

きたいと考えております。 

 あと、２点目の専門相談アドバイザーの件

でございますけれども、今専門相談アドバイ

ザーは、１名、高度な知見や知識を有する方

を配置しておりますが、現在のところ、週１

回消費生活センターのほうに来ていただいて

助言や指導を行っていただいているんです

が、今回の予算を増額いたしまして、週３回

に増やさせていただきたいというところで考

えているところでございます。 

 以上でございます。 

 

○小早川宗弘委員 それぞれ相談員が１名増

加ということと、アドバイザー、専門員の方

が週１回から３回というふうなことで、かな

り評価されるんじゃないかなというふうに思

います。 

 これから、やっぱりコロナウイルスの第２

波、第３波というふうなことで、来るか来ぬ

かどうか分かりませんけれども、第１波は、

何かようやく収束しつつあるのかなというふ

うに思いますけれども、みんながみんなやっ

ぱり第２波とか第３波の不安の中で生活をし

ていかなければいけない。そして、何か新し

い生活様式もつくり出していかなければいけ

ないというふうなことで、そういう不安の中

の生活を強いられることになりますので、こ

の消費者窓口とか、相談がかなりやっぱり多

くなってくるというふうに思いますが、しっ

かりと対応して、先ほど内野先生からもおっ

しゃられたように、警察の犯罪的な相談だっ

たら警察と連携する、また、先ほど人権の話

もありましたけれども、ここにも電話相談窓

口があるということで、人権的な何か課題が

あれば、また人権の皆さん方と、そういう組

織と連携するというふうなことで、庁内一体

となって取り組んでいただきたいというふう

に思います。 

 以上です。 

 

○緒方勇二委員長 要望でよろしいですね。 

ほかにありませんか。 

 

○早田順一委員 ８ページですけれども、く

らしの安全推進課のほうにお尋ねをいたしま

す。 

 今回、青少年育成費で予算が上げられてお
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りますけれども、コロナウイルスの影響で、

子供たち、どっちかというと中学生、高校生

あたりも大分休みが多かったというふうに思

います。その間、軽犯罪とかそういうものが

増えたのかどうだったのか、それをまずちょ

っとお尋ねします。 

 

○田元くらしの安全推進課長 ただいま早田

先生からお尋ねがありました、コロナの期間

中に犯罪等が増えたのかというお話でござい

ますが、県警の刑法犯認知件数、そういった

ものを見てみますと、減少しているというよ

うな形ではございます。 

 県からも、各市町村の教育担当機関に、コ

ロナの期間中の子供たちの生活具合はどうで

しょうかということもお尋ねしたりしていま

したが、特別問題になっているようなことは

ないというお話を伺っております。 

 ただ、市町村のほうも、生活指導あるいは

見回り、そういったものを継続してやってお

られるというように聞いておるところでござ

います。 

 以上でございます。 

 

○早田順一委員 先ほどから話が出てますけ

れども、コロナも、第２波、第３波というこ

とで、また子供たちが休みになったりとかす

る可能性も考えられますので、こういった県

民運動を、子供たちにいろんなお話をされる

ときは、慎重にといいますか、いろんな事件

に巻き込まれないような、そういった話もぜ

ひしていただければというふうに思っており

ます。よろしくお願いします。 

 もう１点、いいですか。 

 

○緒方勇二委員長 はい、どうぞ。 

 

○早田順一委員 ３ページの自然保護課にお

尋ねしますけれども、豚コレラ、豚熱の感染

に係る野生イノシシということで、何かその

イノシシの血液を送るということであったん

ですが、この予算で何頭分ぐらいを採取して

送られるんですか。 

 

○前田自然保護課長 自然保護課でございま

す。 

 予算上では、県内全域で50検体を想定して

おります。 

 

○早田順一委員 昨年が農林水産の委員会に

おりまして、野生の鳥獣の被害の話が必ず出

るんですけれども、片や駆除しなきゃいけな

い、片や自然保護課はどっちかというと守ら

なきゃいけないという、相反する取組なんで

すけれども、50体ということで――全体が、

イノシシの頭数というのがどれだけなのかち

ょっと分からないんですけれども、それぐら

いのあれで、大体分かるわけですかね。 

 

○前田自然保護課長 今早田委員おっしゃっ

たように、50体で足りるのかということでご

ざいますけれども、これは、もともと環境省

のほうから、今まで豚熱が発生していない自

治体に、26都道府県に要望があっておりまし

て、国としては、全国で1,500検体ぐらいを

考えておりまして、それをおおむね割り戻し

た分を参考にして50体というふうにしており

ます。 

 

○早田順一委員 ちなみに、県内のイノシシ

の個体数というのは分かるんですか。 

 

○前田自然保護課長 イノシシの個体数につ

いては、なかなか難しいところがございまし

て、今各県、各自治体も、国のほうにそうい

った頭数を出してくださいというふうな要望

等を出しております。 

 ですから、鹿とかは、午後の委員会で申し

ますが、頭数が出るんですけれども、イノシ

シにつきましては、いわゆる農業被害額が４
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億4,000万ほどあると、そのうちの半分の２

億2,000万程度がイノシシの被害であると、

それを１億5,000万に持っていこうというの

が、有害鳥獣の捕獲というところを今考えて

おります。 

 

○早田順一委員 本来であれば、大体その鳥

獣の管理というか、自然保護課ですから、管

理計画か何かあるのかちょっと分かりません

けれども、全体を把握して、いろんなこうい

う検体を採ったりするのが、果たして多いの

か少ないのか、それをやっぱり把握する必要

があるんじゃないかなというふうには思うん

ですけれども、まあ国のほうから言われてい

る話でありますので仕方ないんですけれど

も、一度はやっぱり、特にイノシシでは被害

が本当に多いものですから、全体を把握し

て、どういうふうに自然保護課として管理を

していくのか、それをぜひ検討していただき

たいというふうに思います。 

 

○緒方勇二委員長 要望でよろしいですか

ね。 

ほかにありませんか。 

 

○前田憲秀委員 内野先生とほとんど重なる

ので、簡潔にお尋ねをしたいと思うんですけ

れども、私も、部長のお話の中で、不適切な

事例が確認をされて、「人権施策を所管する

当部としては、その未然防止に向け」という

お言葉がありました。 

 確認ですけれども、具体的には、未然防止

というのはどんなことが考えられますか。 

 

○緒方人権同和政策課長 事後に起こった防

止と未然防止、未然防止がやっぱり誹謗中傷

には大事と思うんですが、これについては、

やっぱり正しい情報を県のほうから出してい

って、あと県民の皆さんに冷静な判断とか行

動をお願いしていくと、これが未然防止に、

もちろん決定打じゃないんですが、未然防止

につながると考えております。 

 以上であります。 

 

○前田憲秀委員 ぜひ、それはもうがんがん

発信していただきたいと思います。 

 私も、先ほど出たように、保育園の事例

で、おじいちゃんが市内で感染者が出たと思

われるお店に行ったと、これ、もううわさの

段階なんですよ。お孫さんが通う保育園で、

お母さん方は今――中高もそうですけれど

も、ＬＩＮＥでつながるんですよね。学校か

らの連絡もＬＩＮＥで行きます。そのＬＩＮ

Ｅで、目に見えないところで、あそこのお孫

さんは、どこどこに行った、感染者が出たお

店に行ったおじいちゃんのお孫さんとか、本

当ささいなことなんでしょうけれども、それ

で、その親御さんがとっても苦慮されたと。

それは、その相談体制の充実もということだ

ったんですけれども、相談に乗ってもらって

もなかなか解決に導かれないようなことを聞

いております。 

 １波は収まりましたけれども、専門家に聞

けば、２波は来ると。来ないとは言い切れな

いという話もあります。ですから、この風評

被害等については、必ず付き物と言っては悲

しいことなんですけれども、何らかの形で未

然防止ができればそれにこしたことはないん

ですけれども、未然防止の発信であれば、や

り過ぎるぐらいでもいいと思いますので、こ

んなことは間違いなんだということで、はっ

きりと発信をしていただきたいなというふう

に思います。要望です。 

 

○緒方勇二委員長 緒方課長、やはり岩手県

知事みたいに、ああいうふうに、しっかり、

うちの県の知事も、あれぐらい未然防止の観

点から、第２波に備えて、あってはならぬこ

とが、誹謗中傷が起こりますので、そういう

発出をしていただければ随分違うんじゃない
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かなと思いますが。 

 

○藤本環境生活部長 ありがとうございま

す。 

 この件につきましては、本会議で知事も答

弁させていただきましたけれども、基本的に

は、感染症への恐れと誤った知識によるもの

だと考えております。大部分がですね。 

 うちで把握している事例以上に、もちろん

たくさん報道等でもあってますので、さっき

前田委員もおっしゃいましたけれども、保育

園での場面とか、会社に出社したときの場面

とか、そういった事例が見受けられますの

で、まず、そういう施設とか事業所で、しっ

かり未然防止をしていただくということも必

要かなと思ってまして、そこについては、例

えば福祉とか医療とか教育等の各種団体があ

りますけれども、そこの団体とか市町村を通

じて、それぞれの所管施設、事業所に、その

未然防止、先ほど申しました正しい知識に基

づいて正しく判断しましょうとか、あるいは

個人情報には特段の配慮を払いましょうと

か、そういったことを通知してお願いをして

おります。 

 それから、一般の方々、これはなかなかつ

かみどころがないんですけれども、それは、

やはり周知、啓発しかないと思ってまして、

そこは粘り強く、継続的に、県の媒体を使う

などして図っていきたいと思っております。 

 知事も、この件を一番力を入れようと言い

出したとき、樹心台のときがやっぱりかなり

被害があったものですから、ああいうことが

ないようにというのが出発点になってますの

で、そこを踏まえて、しっかり対応していき

たいと思っております。 

 

○緒方勇二委員長 ほかに質疑はありません

か。 

  （｢ありません」と呼ぶ者あり) 

○緒方勇二委員長 なければ、以上で質疑を

終了します。 

 それでは、説明員の入替えのために、ここ

で10分間休憩いたします。 

  午前10時46分休憩 

――――――――――――――― 

  午前10時53分開議 

○緒方勇二委員長 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 それでは、商工観光労働部、企業局及び労

働委員会事務局の幹部職員の自己紹介をお願

いし、その後、議案等の審査を行います。 

 それでは、商工観光労働部から順に幹部職

員の自己紹介をお願いします。 

 なお、自己紹介は、課長以上については、

自席からお願いします。また、審議員及び課

長補佐については、お手元にお配りしており

ます説明資料中の役付職員名簿により紹介に

代えたいと思います。 

 それでは、藤井商工観光労働部長から順に

お願いします。 

  （商工観光労働部長、理事～審査調整課

長の順に自己紹介) 

○緒方勇二委員長 今後、このメンバーで審

議を行いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 それでは、付託議案等の審査に入ります

が、質疑については、執行部の説明を求めた

後に、一括して受けたいと思います。 

 なお、執行部の説明は、効率よく進めるた

めに、着座のまま簡潔にお願いします。 

 初めに、商工観光労働部長並びに観光経済

交流担当の理事から総括説明を行い、続い

て、担当課長から資料に従い順次説明をお願

いします。 

 まず、藤井商工観光労働部長。 

 

○藤井商工観光労働部長 商工観光労働部で

ございます。 

 当部の提出議案等につきまして御説明申し

上げます。 
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 まずは、説明に先立ち、県内の景気、雇用

情勢につきまして、概略を申し述べます。 

 ６月４日に公表されました日銀熊本支店の

金融経済概観では、県内景気は、新型コロナ

ウイルス感染症の拡大などの影響により厳し

い状況となっており、先行きについても、当

面厳しい状態が続くと予想されております。 

 また、個人消費も減少しており、百貨店等

販売額や家電販売額は、前年を下回っている

状況です。 

 雇用情勢につきましては、弱めの動きにな

っておりまして、本県の有効求人倍率は、４

か月連続で低下し、４月は、全国平均と同じ

1.32倍でございました。 

 商工観光労働部としましては、これまで、

事業継続に有効な資金繰り対策や雇用調整助

成金の活用なども含め、パッケージによる支

援を行ってまいりました。 

 また、事業者の皆様にこれらの支援制度を

円滑に活用いただくため、相談窓口である商

工団体の体制強化やアドバイザー派遣など、

支援体制の充実を図っております。 

 今後は、事業者の新しい生活様式に合わせ

たビジネス展開や生産性向上の取組につきま

して、国の経済対策も最大限に活用しながら

支援してまいります。あわせて、収束期を見

据えた取組も行い、県経済への影響の最小

化、社会経済活動の回復等に向け、取り組ん

でまいります。 

 それでは、資料に沿って御説明します。 

 まず、組織機構につきまして、10ページを

お開きください。 

 当部は、図にありますように、商工労働

局、新産業振興局、観光経済交流局の３局体

制の下、本庁８課、出先機関５機関で構成

し、職員数は、本庁196名、出先機関100名の

合計296名となっております。 

 今年度の主な組織改正としましては、観光

交流分野の体制強化として、国際観光推進室

に海外誘客推進班及び海外航路開拓班を、観

光物産課にスポーツ交流推進班を設置しまし

た。 

 なお、11ページから17ページまでは、当部

の役付職員名簿及び事務分掌となっておりま

す。 

 次に、今回提案しております当部の議案等

の概要について御説明申し上げます。 

 予算議案が１件、専決処分議案が２件、追

加提案の予算議案が１件、報告関係が２件で

ございます。 

 14ページをお開きください。 

 予算議案については、一般会計で総額25億

1,900万円余の増額補正をお願いしておりま

す。 

 その主なものとしましては、企業の事業所

等新設、増設による設備投資や新規雇用等に

対する補助、県経済の牽引役となるリーディ

ング企業等が行う販路開拓や商品開発などに

対する補助、宿泊施設が行う感染症防止対策

強化や地元産品活用等への助成等に要する経

費でございます。 

 加えて、別冊になりますが、追号分とし

て、中小・小規模企業の資金繰り支援のた

め、1,200億円の融資枠を追加することと

し、一般会計で総額312億1,900万円余の増額

補正をお願いしております。その結果、総額

では、3,000億円の融資枠を確保することに

なります。 

 また、専決処分議案２件と令和元年度熊本

県一般会計繰越明許費繰越計算書外１件につ

いて御報告をいたします。 

 以上が今回提出しております議案等の概要

でございますが、寺野理事の総括説明の後、

詳細につきましては、関係課長が御説明いた

しますので、御審議のほどよろしくお願いい

たします。 

 

○緒方勇二委員長 次に、寺野理事。 

 

○寺野理事 私から、県内観光における新型
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コロナウイルス感染症拡大の影響及び観光、

交流を通した県内経済の回復に対する取組に

ついて御説明申し上げます。 

 まず、観光への影響でございますが、県内

主要39の宿泊施設に対して調査を行いました

ところ、３月から６月の宿泊者数は、前年同

期と比べ約85％減の見込みとなっておりま

す。この調査結果を基に、全県ベースで試算

しますと、宿泊客減などによる経済的損失額

は、514億円を超えるものと推計されます。 

 現在、国内における新型コロナウイルスの

感染状況が落ち着きを見せ、県内のリスクレ

ベルも、６月９日をもって１、注意レベルま

で下げられたところでございます。この傾向

を維持しつつ、経済的損失を拡大させないよ

う、県内観光客の早期の回復を目指す必要が

ございます。 

 そのため、感染拡大防止と観光振興をはじ

めとする経済活動のベストバランスを目指

し、あらゆる場面におきまして、感染拡大防

止策が組み込まれた安全、安心な新しい観光

への変革を進めていきます。 

 県内の多くの宿泊施設や飲食店などにおい

て、３密を避ける工夫や衛生設備の設置につ

いて支援し、安全、安心に裏打ちされた熊本

の魅力を全国に発信してまいります。また、

いわゆる巣籠もり消費など、消費者のニーズ

の変化にも確実に対応しながら、積極的な県

産品の消費拡大に取り組みます。 

 あわせて、当面は回復が困難なインバウン

ドにつきましては、エージェントなどへのＳ

ＮＳによる情報発信やオンライン商談会など

により積極的に関係を深め、来るべき反転攻

勢に備えていきます。 

 現在、知事の発意により、旅行や飲食、買

物を楽しみながら、県民の手で地域経済を盛

り上げる県民総ぐるみの応援運動に取り組ん

でおります。この取組によりまして、県民マ

インドを前向き、外向きにし、県内全体にム

ーブメントとして波及させていきます。 

 また、県内の各市町村において、経済回復

に向けた取組が開始されておりますが、その

動向も踏まえながら、県と市町村が連携した

効果的な取組も練り上げてまいりたいと思い

ます。 

 その上で、夏場から予定されております国

の仮称ＧｏＴｏキャンペーン時には、県内外

の観光客で熊本ににぎわいを取り戻しつつ、

インバウンド受入れ体制をしっかり整え、確

かな経済の回復につながるよう努めてまいり

ます。 

 以上でございます。よろしくお願い申し上

げます。 

 

○緒方勇二委員長 次に、担当課長から説明

をお願いします。 

 

○増田商工振興金融課長 商工振興金融課で

ございます。 

 資料につきましては、６月補正予算、専決

処分議案、条例議案が載っている説明資料を

お願いいたします。 

 ページは、15ページをお願いいたします。 

 ６月補正予算として、中小企業振興費で、

316万円余の増額をお願いしております。 

 右側説明欄をお願いいたします。 

 １の金融対策費として、中小企業金融総合

支援事業においては、地方創生臨時交付金充

当に伴う財源更正を行うほか、２について

は、中小企業の指導、支援を行う熊本県商工

会連合会等の中小企業団体への補助でござい

ます。 

また、３につきましては、軽油引取税の一

部を法に基づき行います、熊本県トラック協

会への補助の増額補正でございます。 

 続きまして、16ページをお願いいたしま

す。 

 令和元年度の繰越明許費繰越計算書でござ

います。 

 まず、上段の新型コロナウイルス感染症経
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営相談体制強化事業費につきましては、令和

２年３月25日の専決処分によりまして、県内

の商工団体の相談体制を強化したもので、令

和２年度に繰越しをさせていただいておりま

す。 

 また、下段の中小企業等グループ施設復旧

整備補助事業費、いわゆるグループ補助金に

つきましては、国の令和元年度の補正予算

で、追加措置に伴いまして予算化を行ったも

のでございます。公共事業等の影響によりま

して、補助申請ができない事業者に対する予

算として、全額繰越しを行っております。対

象は、13件を予定しております。 

 次に、17ページをお願いいたします。 

 令和元年度の事故繰越し繰越計算書でござ

います。 

 同じく、グループ補助金につきまして、平

成30年度の補正予算で事業費を計上し、令和

元年度に明許繰越しを行ったものにつきまし

て、事業が完成しなかったことなどによりま

して、令和２年度への事故繰越でございま

す。41件を予定しております。 

 説明は以上でございます。御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

 

○岡村労働雇用創生課長 労働雇用創生課で

ございます。 

 同じく、説明資料の18ページをお願いいた

します。 

 ６月補正予算について御説明させていただ

きます。 

 上段の労働福祉費について、68万円余の増

額補正をお願いしております。 

 右側説明欄の労働者福祉協議会補助金です

が、これは、労働組合及び労働福祉事業体に

より設立された団体である熊本県労働者福祉

協議会の運営助成に要する経費でございま

す。 

 次に、下段の失業対策総務費について、

747万円余の増額補正をお願いしておりま

す。 

 説明欄の高年齢者雇用推進事業ですが、こ

れは、県内のシルバー人材センターの指導や

支援を行う熊本県シルバー人材センター連合

会の運営助成に要する経費でございます。 

 次に、19ページを御覧ください。 

 令和元年度に繰越しを行った事業について

説明いたします。 

 上段の技術短期大学校教育対策事業費は、

技術短期大学校の保全計画に基づく工事で、

自動火災報知設備の更新などの建物の改修工

事でございます。 

 計画当初は、令和元年度前半で設計を、後

半から工事を行う予定としておりました。し

かし、設計の条件設定などの協議に時間を要

した結果、工事が年度内に完了しないことに

なったため、繰越しを行ったものでございま

す。 

 次に、下段の新型コロナウイルス感染症対

策雇用維持・確保支援事業費は、新型コロナ

ウイルス感染症の影響を受け、従業員の雇用

維持や雇用確保のために国の雇用調整助成金

などの制度利用を考えている県内事業所に対

し、社会保険労務士をアドバイザーとして派

遣し、各種制度の活用に係る個別相談や申請

書類の書き方などを支援するために要する経

費です。令和２年３月に専決処分を行い、そ

の全額について繰越しを行ったものでござい

ます。 

 労働雇用創生課からは以上でございます。

御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○大下産業支援課長 産業支援課でございま

す。 

 令和２年度６月補正予算について御説明し

ます。 

 資料の20ページをお願いいたします。 

 工鉱業振興費でございます。9,794万円余

の増額をお願いしております。 

 主なものを御説明します。 
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 まず、(4)第４次産業革命推進事業につき

ましては、熊本県地域未来投資促進基本計画

に基づきます第４次産業革命関連産業分野に

おける設備投資に対し、地域未来投資促進補

助金を活用した補助等、企業のＩｏＴ、ＡＩ

等の先端設備導入促進に要する経費で、

4,000万円をお願いしております。 

 21ページをお願いいたします。 

 次からは、コロナ対策分でございます。 

 (5)リーディング企業創出事業につきまし

ては、新型コロナウイルス感染症の影響から

のＶ字回復を目指し、前向きに事業活動に取

り組むことで、地域において高い付加価値を

生み出し、県経済の牽引役となるリーディン

グ企業を創出するための企業の成長戦略実現

の支援に要する経費で、4,734万円余の増額

をお願いしております。 

 また、(6)サプライチェーン再構築に伴う

販路開拓支援事業につきましては、新型コロ

ナウイルス感染症からのＶ字回復を目指し、

生産拠点の国内回帰が進むと同時に、国内に

おけるサプライチェーンの再構築が進むと見

込まれる中、県外大手メーカーでの提案型展

示商談会を開催する連携グループに対する助

成に要する経費で、180万円をお願いしてお

ります。 

 説明は以上でございます。御審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

 

○工藤企業立地課長 企業立地課でございま

す。 

 説明資料、おめくりいただき、22ページを

お願いいたします。 

 初めに、上段の中小企業振興費でございま

すが、１億2,480万円余の増額をお願いして

おります。 

 右の説明欄を御覧ください。 

 これは、産業支援サービス業等集積促進事

業として、ＩＴ企業、コールセンター等の誘

致に関する経費でございます。 

 次に、下段の工鉱業総務費でございます

が、19億8,530万円余の増額をお願いしてお

ります。 

 右の説明欄をお願いいたします。 

 企業誘致促進対策事業として、３つの事業

を計上しております。主なものを御説明いた

します。 

 (2)企業立地促進補助は、誘致企業が事業

所等を新設、増設する際の設備投資、新規雇

用に対する補助でございます。18億8,720万

円余を計上しております。 

 次に、(3)国際コンテナ利用拡大助成事業

ですが、熊本港及び八代港を利用する荷主企

業に助成を行い、港の利用拡大を図るための

経費でございます。9,510万円余を計上して

おります。 

 以上、一般会計の合計で、21億1,020万円

余の増額をお願いしております。 

 企業立地課は以上でございます。御審議の

ほどよろしくお願いいたします。 

 

○脇観光物産課長 観光物産課でございま

す。 

 説明資料の23ページをお願いいたします。 

 まず、商業総務費でございますが、右側の

説明欄、物産振興費として、1,171万円余を

計上させていただいております。 

 これは、県物産館が入居しているＮＴＴ西

日本桜町ビルの解体に伴う県物産館の仮移転

に要する経費でございます。 

 次に、観光費でございます。 

 右側の説明欄、観光客誘致対策費として、

２億7,722万円余を計上させていただいてお

ります。 

 (1)の新規事業、地域観光再生強化事業の

観光物産課分についてでございますが、これ

は、宿泊施設が行う感染防止対策強化や地元

産品活用等への助成、デジタル媒体を駆使し

た観光プロモーションに要する経費、それか

ら観光地域づくり団体が行う着地型旅行商品
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の造成などへの助成等に要する経費でござい

ます。 

 続きまして、(2)の新規事業、外食産業に

おけるインバウンド需要回復緊急支援事業に

ついてです。 

 これは、外食事業者が行う衛生管理に必要

な換気設備、それから個食スタイルへの変更

などの店舗改装等への助成に要する経費でご

ざいます。 

 以上、６月補正予算といたしましては、合

計２億8,894万円をお願いしております。 

 観光物産課は以上でございます。御審議の

ほどよろしくお願い申し上げます。 

 

○府高国際課長 国際課です。 

 めくっていただきまして、説明資料24ペー

ジをお願いいたします。 

 右の説明欄を御覧ください。 

 まず、諸費につきまして、159万円余の増

額をお願いしております。 

 １の国際交流推進費は、県民の皆様に国際

交流や国際協力の機会を積極的に提供してい

る団体へ補助を行うとともに、関係団体等の

会員として積極的に支援を行うものです。 

 ２の国際化環境整備推進費は、本県の国際

化施策を展開する民間国際交流団体の中核と

なる重要な団体である熊本県国際協会の事業

実施及び運営に係る補助を行うものです。 

 次に、観光費につきまして、984万円余の

増額をお願いしております。これは、国際課

内の国際観光推進室で所管しているもので

す。 

 観光客誘致対策費には、(1)各種協会等負

担金、(2)地域観光再生強化事業がございま

す。(1)の各種協会等への負担金につきまし

て、主なものとしましては、全国及び海外に

向けた観光情報の発信を効果的かつ効率的に

実施するため、全国及び九州単位で構成され

ます日本観光振興協会の年会費の負担等にな

ります。 

 次に、コロナ対策分ですけれども、(2)の

地域観光再生強化事業、これは、事態の収束

を見据えました準備として、民間事業者等に

よる新たな観光サービスを提供するための観

光商品のメニュー開発を支援するものです。 

 続きまして、下の25ページをお願いいたし

ます。 

 クルーズ船寄港による経済効果促進事業費

は、八代市内へのくまモン像設置など、クル

ーズ船寄港地としての魅力の向上を図るため

の事業です。 

 補助事業者である八代市におきまして、施

工箇所の選定等に不測の日数を要したため、

1,247万8,691円の繰越しをお願いしておりま

す。 

 国際課は以上でございます。御審議のほど

よろしくお願いいたします。 

 

○梅川商工政策課長 商工政策課でございま

す。 

 資料の27ページをお願いいたします。 

 ここからは、５月１日専決予算の御報告で

ございます。 

 商業総務費として、42億6,300万円余を計

上しております。 

 新型コロナウイルス感染症対策に係る施設

の使用停止の協力要請に併せまして、中小企

業等の経済的痛みに寄り添い、事業継続を後

押しするため、県独自の２つの制度を創設し

ました。 

 右下の表を御覧ください。 

 １つ目は、休業要請に応じていただいた事

業者の方々に一律10万円を交付する休業要請

協力金です。表の右側、縦の網かけ部分で、

6,000事業者を見込み、６億円を計上してお

ります。 

 ２つ目は、国の持続化給付金の対象となら

ない、売上げの減少が30％以上、50％未満の

事業者の方々を対象とした事業継続支援金で

す。表の中央、横の網かけ部分で、２万
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4,500事業者の申請を見込み、36億円を計上

しております。 

 この支援金は、休業要請の対象となる事業

者だけではなく、納入業者や営業時間の短縮

をお願いした飲食店などを含め、感染拡大の

影響を受けている多くの事業者の方々を幅広

く支援するものでございます。 

 なお、昨日、６月17日時点の数字を申し上

げますと、休業要請協力金の申請件数が4,63

2件、支払い済みの件数が2,921件、また、事

業継続支援金の申請件数は255件、支払い済

みの件数が25件となっております。 

 商工政策課は以上でございます。 

 

○増田商工振興金融課長 商工振興金融課で

ございます。 

 資料28ページをお願いいたします。 

 同じく、５月１日の専決処分についてでご

ざいます。 

 中小企業振興費で、５億4,200万円余の増

額でございます。 

 説明欄をお願いいたします。 

 中小企業金融総合支援事業で、中小企業の

資金繰りを支援する制度融資につきまして、

国の緊急経済対策に基づき、全国統一の新た

な資金を創設しております。 

 そこの下に、参考として制度概要を記載し

ております。 

 融資限度額が3,000万で、３年間実質無利

子と、それから保証料については、免除また

は２分の１免除されるという内容でございま

す。また、貸付期間については、10年間で、

最大５年間の据置期間を取れるという内容に

なってございます。 

 なお、この融資限度額3,000万につきまし

ては、先週12日に成立した国の第２次補正に

おきまして、4,000万円に拡充をされており

ます。 

 また、本制度資金におきましては、保証つ

きの既往債務についても借換えができるとい

う制度になってございます。 

 今申し上げました②の実質無利子につきま

しては、国庫を財源として県が行うこととな

ります。③の保証料の免除につきましては、

国が直接行います。 

 そこで、今回の補正につきましては、今申

し上げました②の３年間の実質無利子、これ

を国庫を財源に県が行うこととなりますの

で、所要額を計上させていただいておりま

す。 

 次に、29ページをお願いいたします。 

 債務負担行為の設定でございます。 

 中小企業対策融資利子助成として、今申し

上げました利子の助成につきましては、３年

間行う必要がございますので、債務負担行為

の追加をさせていただいたものでございま

す。 

 説明は以上でございます。御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

 

○岡村労働雇用創生課長 労働雇用創生課で

ございます。 

 同じく、説明資料30ページをお願いいたし

ます。 

 ５月１日の専決処分ですが、失業対策総務

費として、2,512万円余の増額補正をお願い

しております。 

 これは、先ほど繰越事業の際に説明しまし

た新型コロナウイルス感染症対策雇用維持・

確保支援事業です。３月にも専決をしており

ましたが、助成金等に関する相談が増加し、

速やかに追加で予算措置を行う必要があった

ことから、専決をさせていただいたもので

す。 

 労働雇用創生課からは以上でございます。

御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○増田商工振興金融課長 商工振興金融課で

ございます。 

 資料の32ページをお願いいたします。 
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 ５月20日の専決処分についてでございま

す。 

 上段、商業総務費で、9,000万円余の増額

補正でございます。 

 説明欄をお願いいたします。 

 商店街新型コロナウイルス感染症対策支援

事業としまして、新型コロナウイルス感染症

の影響を受け、来街者が減少している商店街

の取組を、国の緊急経済対策の予算を活用し

て支援するものでございます。 

 商店街が一体となって事業継続を図るた

め、そこに記載のような感染拡大防止やにぎ

わい回復に向けた各商店街の実情に応じた取

組を事態の収束前から積極的に実施いただけ

るよう、専決処分を行わせていただいており

ます。 

 次に、下段、中小企業振興費で、78億

8,000万円の増額補正でございます。 

 中小企業金融総合支援事業として、融資枠

1,500億円に対しまして、５月上旬までの融

資実績が1,100億円になったことから、融資

枠を300億円追加することに伴う金融機関へ

の預託金、それから利子助成に要する経費を

計上させていただいたものでございます。 

 次に、33ページをお願いいたします。 

 債務負担行為の変更でございます。 

 融資枠300億円の追加に伴い、利子助成に

係る債務負担行為の変更をさせていただいた

ものでございます。 

 ５月20日の専決処分に係る説明は以上でご

ざいます。御審議のほどよろしくお願いいた

します。 

 

○岡村労働雇用創生課長 労働雇用創生課で

ございます。 

 同じく、説明資料の34ページをお願いいた

します。 

 ５月20日の専決処分について御説明させて

いただきます。 

 上段の労政総務費について、1,831万円余

の増額補正をお願いしております。 

 説明欄の(1)テレワーク推進体制強化事業

は、中小企業等のテレワーク導入に向け、民

間団体やテレワーク関連企業と連携し、相談

体制を強化するために要する経費でございま

す。 

 次に、(2)のしごと相談・支援センター体

制強化事業は、ハローワークと県が仕事に関

するワンストップサービスとして、離職者や

在職者向けの就労支援に取り組んでいるくま

ジョブ内の熊本県しごと相談・支援センター

にコロナウイルス緊急相談窓口を設置し、ま

た、従来の対面等による相談に加え、オンラ

イン相談及び日、祝日の相談対応を実施する

体制強化に要する経費でございます。 

 下段の失業対策総務費ですが、201万円余

の増額補正をお願いしております。 

 説明欄のジョブカフェ関連事業は、ヤング

ハローワーク等と熊本県雇用環境整備協会と

共同で運営しております若者向けの就職支援

を行っているジョブカフェくまもとに、学生

や若年者からの就職相談や指導などに従事す

るカウンセラーを１名増員し、相談体制を強

化するために要する経費でございます。 

 労働雇用創生課からは以上でございます。

御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○増田商工振興金融課長 商工振興金融課で

ございます。 

 恐れ入りますが、別冊の補正予算関係(追

号)の資料をお願いいたします。 

 ２ページをお願いいたします。 

 まず、先ほど説明申し上げました２件の専

決処分も含め、４月の臨時議会後の経過につ

きまして御説明をいたします。 

 囲みの下に、参考として記載をさせていた

だいております。 

 まず、４月の臨時会におきまして、融資枠

900億円を追加するために必要な予算を御承

認いただき、その結果、融資枠を1,500億円
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まで拡充をしております。 

 次に、先ほど御説明しましたとおり、５月

１日に、国の緊急経済対策による全国統一の

新たな資金を創設しております。 

 次に、５月20日には、５月上旬までの実績

を踏まえ、融資枠300億円を追加し、この時

点で、熊本地震時と同規模の融資枠となって

ございます。 

 そして、今回、５月末までの融資実績が約

1,500億円実行されていることも踏まえまし

て、今後の資金需要に適切に対応するため

に、融資枠1,200億円の追加に必要な予算を

お願いすることとしたものでございます。 

 その２ページについてでございますが、補

正予算として、中小企業振興費で、312億

1,000万円余の増額をお願いしております。 

 説明欄をお願いいたします。 

 中小企業金融総合支援事業として、融資枠

を1,200億円追加するために必要な金融機関

への預託金及び利子助成に要する経費でござ

います。 

 次に、３ページをお願いいたします。 

 債務負担行為の変更でございます。 

 中小企業対策融資利子助成として、融資枠

1,200億円の追加に伴い、利子助成に係る債

務負担行為の変更をお願いするものでござい

ます。 

 説明は以上でございます。御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

 

○緒方勇二委員長 次に、企業局長から総括

説明を行い、続いて、担当課長から資料に従

い説明をお願いします。 

 藤本企業局長。 

 

○藤本企業局長 企業局の事業概要について

御説明申し上げます。 

 現在、企業局では、地方公営企業として、

電気、工業用水道及び有料駐車場の３つの事

業を経営しております。本年度からは、新た

に策定した第５期となる経営基本計画である

経営戦略2020に基づき、各事業に取り組んで

おります。 

 10年間の戦略目標として、経営基盤、組織

を強化した全事業の黒字化、県政の課題解決

に向け新規事業に挑戦及び剰余金の一部を地

域貢献として県民に還元等の３つを掲げてお

ります。新たに外部評価を取り入れるなど、

客観性を高めた上で、ＰＤＣＡサイクルを回

しながら進めていくことにしております。 

 現在の組織につきましては、お手元の資料

18ページを御覧ください。役付職員名簿のほ

うでございます。 

 本庁は、総務経営課と工務課の２課、出先

は、県庁のそばにあります発電総合管理所と

苓北町にあります都呂々ダム管理事務所の２

か所で、総職員数57名の体制で業務を行って

おります。 

 さて、新型コロナウイルス感染症に関して

は、電気、工業用水で直接業務を担当してい

る部署で感染者が生じた場合でも、その他の

部署による応援体制をあらかじめ構築してお

くことで、業務を継続できるよう体制を整え

ており、供給面での影響は出ておりません。 

 有料駐車場事業では、指定管理者が感染拡

大防止策を講じているものの、４月、５月の

利用台数は、前年同月に比べて、それぞれ６

割減と大きく落ち込んでいます。これまでの

ところ、県への納付金の減免等の相談はな

く、企業局の経営への影響は生じておりませ

ん。 

 ３事業の現在の状況ですが、電気事業で取

り組んでいます主力４発電所のリニューアル

事業は、市房発電所の工事が完了し、４月か

ら第二発電所、５月から第一発電所の営業運

転を開始しました。一方、緑川発電所は、先

月から発電を停止し、現地工事に着手をしま

した。 

 工業用水道事業では、有明と八代工水にお

いて、来年度のコンセッション導入に向け、
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現在、手続を進めています。 

 有料駐車場事業では、来年度の指定管理者

の更新に向けた手続に取り組んでまいりま

す。 

 本定例会では、地方公営企業法に基づく令

和元年度予算の繰越報告をさせていただきま

す。 

 報告内容につきましては、この後、総務経

営課長から説明いたしますので、御審議のほ

どよろしくお願いいたします。 

 

○緒方勇二委員長 次に、担当課長から説明

をお願いします。 

  

○永松総務経営課長 総務経営課です。 

 企業局の令和元年度予算の繰越しに関し、

３件御報告させていただきます。 

 説明資料の35ページをお願いいたします。 

 電気事業の建設改良費の繰越しです。 

 ７事業、合計で22億6,800万円余となって

おります。上から５つ目までは、市房、緑川

両発電所のリニューアル工事に関するもの、

残りの２事業は、荒瀬ダム撤去関連工事に関

するものです。 

 繰越理由は、現地の施工条件見直しによる

設計変更が２件、入札不調が３件、関係機関

との協議に不測の日数が生じたものが１件、

関連する工事の繰越しに伴うものが１件で

す。 

 次に、36ページをお願いいたします。 

 電気事業における事故繰越に係る報告で

す。 

 ４事業、合計で7,800万円余となります。 

 地方公営企業法では、先ほどの建設改良費

以外の修繕工事や委託費などの経費を繰り越

す場合、全て事故繰越として取り扱います。 

 上から３つ目までは、先ほど説明しました

市房発電所のリニューアル工事に伴う塗装工

事や設備の撤去、ＰＲ動画制作となっており

ます。 

 最下段の地元振興支援事業交付金は、発電

所リニューアル工事を行っている施設所在３

町村に対する地域振興のための財政支援で

す。そのうち、美里町において、新型コロナ

ウイルス感染症の影響で町発注の備品の納入

が遅延し、事業を繰り越したことが要因であ

ります。 

 最後に、下の37ページをお願いします。 

 工業用水道事業の建設改良費の繰越しで

す。 

 ２事業、合計で２億6,900万円余となりま

す。有明と苓北工水において、国の２次補正

予算の対象事業として補助採択を受けた設備

更新工事となります。 

 国の内示が２月となり、必要な工期が確保

できなかったため繰り越しております。 

 説明は以上でございます。御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

 

○緒方勇二委員長 以上で執行部の説明が終

わりましたので、各部局を一括して質疑を受

けたいと思います。 

 なお、質疑は、該当する資料のページ番

号、担当課と事業名を述べてからお願いしま

す。 

 また、質疑を受けた課は、課名を言って、

着座のままで説明をしてください。 

 それでは、質疑はございませんか。 

 

○内野幸喜委員 まず、部長の総括説明、そ

れから寺野理事の総括説明にも、当面厳しい

状態が続くと予想されておりますと。寺野理

事のほうでは、510億円を超えるものと推計

されますと。本当、非常にこれからの予想

も、軒並みやっぱり厳しい予想が出ていま

す。 

 特に、この510億円のほうですね。ちょっ

とこちらのほうを聞きたいんですけれども、

これは、観光だけに限定した金額ということ

なんですかね。 
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○寺野理事 観光客が宿泊に使うお金ですか

ら――土産物に使われるお金、交通費、いわ

ゆる観光関連の経費を観光統計から拾い出し

た数字です。 

 

○内野幸喜委員 じゃあ、これは、観光に限

定した形が510億円ということであるなら

ば、もっと本来は、経済的な影響額というの

は大きいということになるわけですよね。そ

の辺の数値というのは、ある程度出ますか

ね。どうですか。観光のみならず、県経済へ

の影響額というのは。 

 

○寺野理事 これは観光関連の……。 

 

○内野幸喜委員 観光だけということです

ね。観光関連ということでしょう。 

 

○寺野理事 産業も……。 

 

○内野幸喜委員 そうです。というのはどう

なんですか。 

 

○藤井商工観光労働部長 一番最初に影響が

出始めたのが、観光、宿泊、飲食でございま

した。それ以降、製造業などにも及んできて

おります。そういった影響額というのは、か

なり影響が大きいものと推計されますが、そ

ういったものを数字で把握しているのはござ

いません。 

 ただ、国の指標あたり見ましても、影響

額、それぞれの分野で出ておりまして、先

日、私が本会議で答弁させていただきました

けれども、農林水産業その他の分野まで含め

ますと、かなりの額に及んでいるんだろうと

いうことは推計されます。 

 

○内野幸喜委員 これから観光客も減るとい

うことですけれども、まあこれから多分減っ

ていくと思うんですが、熊本県では、今年大

きな、全国から多くの人が来熊するようなイ

ベントとかというのも予定されていた部分も

あるんですね。これが、例えば商工会であれ

ば、全国大会も熊本県で開催予定と。今これ

がどうなっているのかというのは私はちょっ

と分からないですけれども、それとＭＩＣＥ

事業であるとか、そういったのも、軒並み中

止であるとか延期とか今後の状況を見守ると

か、そういった部分ってたくさんあるんです

ね。また、もっと言えば、熊本県というの

は、熊本市内にホテルの建設も幾つかこれか

ら計画されていました。こういう状況で、今

後そのホテル建設はどうなるのかと。そうし

たら、今度は、それを請け負っていた企業と

か、そういったところで本当幅広く影響って

出てるんですね。 

 だから、一度、この観光だけにとどまら

ず、まずはどれぐらいの損失が出るのか、出

てるのかということも、ちょっと調べてほし

いなというふうに思います。 

 さっきのそのイベントとかというのは、ど

ういうように把握していますか。大きな、Ｍ

ＩＣＥ的なイベントというのは。商工会の青

年部の全国大会もあるというふうに聞いてた

んですが、その辺とかも含めて、何かそうい

う中止とか延期とか、何か把握しているもの

があれば教えていただければなと思います。 

 

○脇観光物産課長 観光物産課です。 

 随時いろんな情報は入ってまいりますが、

まだ様子見というところもありまして、大体

夏頃までのイベントが、おおむね中止の方向

にあるやに伺っております。秋以降について

は、多分これからの状況を見ながら開催の是

非を検討されるということになりますので、

引き続き、アンテナを立てて情報の収集を図

っていきたいというふうに思っております。 

 

○増田商工振興金融課長 商工振興金融課で
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ございます。 

 今商工会のお話も出ましたので、御参考ま

でにお知らせをしておきたいと思いますが、

全国大会につきましては、随時こちらのほう

で情報をお聞きしております。 

 ただ、全国レベルの事務局でもまだ明確な

方針が示されてないというような状況もござ

いまして、まだ実行されるのか中止されるの

かというのは、正確には決まってないと受け

ております。 

 以上です。 

 

○内野幸喜委員 いずれにしろ、これからも

まだこのコロナ関連の影響というのは出てく

ると思うんです。そうしたときに、県では、

融資枠が3,000億までということで、今回も

追号で出てます。そうした形で、とにかく何

とか今のこの状況下を県経済で乗り越えられ

るような施策というのは、どんどん積極的に

やっていかなければならないと思ってますの

で、そういう点では、しっかりと今後も取組

をお願いしたいというように思います。 

 

○早田順一委員 ２点ちょっとお尋ねしま

す。 

 国際課と産業支援課、企業立地課だと思い

ますが、まず国際課のほうにお尋ねしますけ

れども、24ページですね。 

 思えば、去年の今頃というのは、本当に国

際スポーツ大会でみんなが盛り上がって、イ

ンバウンド、外国人の方の受入れを非常に熱

心に、職員の皆さんされていたというふうに

思っておりますけれども、年が明けて、まさ

かこのような事態になるとは誰も予測がつか

なかった。今日もですかね――その外国人の

観光客99.9％減、全国で1,700人しか入って

きてないということでありますけれども、先

ほど寺野理事のほうから、総括説明の中で、

当面は回復が困難なインバウンドについてと

いうことでお話がございましたけれども、本

当に、今国際課として何をすべきか、その下

積みといいますか、種まきをどういったこと

をしていくのか、このことがやっぱり今後の

熊本県の国際交流、いろんなインバウンドに

しても経済にしても、重要な、一番今考えら

れる時期じゃないかなというように思ってお

ります。 

 そこで、一応ここにはＳＮＳとかオンライ

ン商談等とか、積極的に関係を深めというふ

うに書いてありますけれども、具体的にどう

いうアタックをされているのか、その点をち

ょっとまず聞かせてください。 

 

○川嵜国際観光推進室長 インバウンドの具

体的な今の取組についてですが、人の交流が

まず今できませんので、私たちも大変苦労し

ております。 

 それで、寺野理事の冒頭の説明にもござい

ましたように、ＳＮＳを使った情報発信とか

オンライン商談会、これは、昨年まで、いろ

んな旅行代理店ですとかあるいは航空会社の

幹部、そういった方たちとつながりが非常に

できております。今回、コロナでこのつなが

りを途絶えさせるのが一番次につながらない

というふうに考えておりますので、まずはつ

ながり続けることが一番大事というふうに思

っています。 

 それで、５月からは、早速、知事から、今

まで交流があった人たちに親書を直接発送し

ていただいて、来るべき時が来たときは、熊

本をぜひ、熊本は、県民として歓迎しますと

いうような親書を発送していただいておりま

す。 

 それに合わせて、事務方では、オンライン

のテレビ会議を使って、先方の担当者である

とか責任者との商談会を定期的に、頻繁にや

っております。 

 新たな観光素材、例えば熊本城の新しい情

報とか、そういった魅力も引き続きＳＮＳ上

でも発信しながらつながり続け、それとつな
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がりを深めるような取組を今やっているとこ

ろです。 

 以上です。 

 

○早田順一委員 知事も自らそうやって指示

を出されているということで、少し安心はし

ましたけれども、例えば、今までの国とのつ

ながりももちろん大事でありますけれども、

恐らく全国的にも、都道府県がどうやって戦

略を今後考えていこうかとか、そういうのを

しっかり今から種まきをしていかなきゃいか

ぬということで取り組んでいかれるというふ

うに思いますけれども、私も、常日頃から、

ＡＳＥＡＮ諸国、人口が伸びている地域、経

済が伸びている地域、やっぱり伸びている国

と付き合っていくほうが、経済的にも熊本県

のためになるんじゃないかなというふうに申

し上げているんですけれども、そういったこ

れまでのつながり、また、プラスアルファで

きそうなところも、積極的に戦略を立てて、

ぜひやっていただきたいというふうに思いま

す。これは要望です。 

 それともう１点が、企業立地かな、テレビ

に出とんなったのは工藤課長だったですか

ね。出とんなはったですね。 

 さっきのサプライチェーン、国内回帰への

支援ということで、補助率を倍にして取り組

むということで、非常にいいことだというふ

うに思っております。 

 ただ、コロナウイルスの影響で、テレワー

クでの仕事、そういったものが増えてきて、

全国的にもそういう企業誘致というのが恐ら

く奪い合いといいますか――になってくるん

じゃないかなと思います。全体的に見れば、

東京一極集中、これを和らげるには、本当に

いいタイミングじゃないかなというふうに思

ってますけれども、そういった働きかけ、企

業立地課としてのこれからの戦略というのを

ちょっと聞かせてください。 

 

○工藤企業立地課長 企業立地課でございま

す。 

 企業立地課としましては、２つのことを考

えております。１つ目が、委員からありまし

たとおり、今国のほうで国内回帰、製造業等

をはじめとしたサプライチェーンの回復のた

めの国内回帰を進めるための政策をしており

ます。 

 本県としましては、日本に帰ってくるよう

であれば、ぜひ熊本にというふうなことで、

通常の投資に対する補助率を、期間限定でご

ざいますが、倍にして誘致を図っていきたい

というふうなのが１点でございます。 

 それからもう１点、今コロナ関係で、東京

のほうでは、テレワーク等々による仕事がな

されております。先般、東京の企業さんが熊

本のほうに拠点を設けたいというふうなこと

で表明されましたとおり、東京でないとでき

ない仕事が徐々になくなりつつあるのかなと

いうふうなことで、オフィス等の熊本への誘

致を進めていきたいというふうに思っており

ます。 

 これらにつきましては、東京事務所あるい

は大阪事務所と連携しながら、今もメールで

すとか電話ですとかテレビ会議等をしながら

コンタクトを取っておりますので、こういっ

た活動を続けていきたいというふうに思って

おります。 

 以上でございます。 

 

○早田順一委員 知事がいつもおっしゃって

いる知の集積、研究所、そっち関係はどうで

すか。 

 

○工藤企業立地課長 先ほどのＩＴ企業等に

つきましては、近年、県内の増加を担ってお

ります。例えば、昨年度は、10件を超えるＩ

Ｔ企業の県内誘致を実施しております。今年

度も、先ほど言いました研究開発拠点を熊本

にというふうなことを表明されましたもので
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すから、熊本の価値というのは徐々に上がっ

てきているのかなというふうに思っています

ので、ますます私どもとしても力を入れてい

きたい分野だというふうに思っております。 

 

○早田順一委員 いろんな企業にアタックし

ていくといいますか、話を持っていくとき

に、出先機関、福岡事務所とか大阪事務所、

東京事務所、さっき何か組織を見よったら、

東京事務所が入ってないんですね。東京事務

所は総務なんですかね。(｢企画」と呼ぶ者あ

り)企画に入るわけですね。ここには入らぬ

わけですね。でも、ちゃんとそういった企業

誘致とか、そういうのは積極的にされている

わけですね。で、よろしいですかね。 

 

○工藤企業立地課長 所属は企画でございま

すけれども、東京事務所の中にくまもとビジ

ネス推進課というふうな企業誘致を専門に扱

う課を設けておりまして、そことの連携を図

っております。 

 

○早田順一委員 分かりました。 

 

○緒方勇二委員長 ほかにございませんか。 

 

○城戸淳委員 お疲れでございます。 

 27ページですけれども、商業総務費のとこ

ろで、休業要請協力金、これと売上げの30か

ら50減少した事業継続支援金ということで、

これは、本当に私も会社を経営しているので

非常にありがたいなということと、いろんな

方にお聞きすると、こういうのがあって申し

込みましたよとかいうのがあります。 

 その一方で、実は、企業が休業するとき、

休業手当を払わなければいけないんですよ

ね。休業手当というのは、給料の60％という

ことでやっぱりなっていると思うんですけれ

ども、そういう中で、休業手当を払ってない

企業、中小企業、実は結構あると聞いてま

す。本当は払わなければいけないんですけれ

ども、特にアルバイトさんとかパートさんに

も払うあれはあると思うんですけれども、そ

の中で、例えば従業員さんに、普通だったら

60％払うのを５万円とか払っていらっしゃる

企業もあると。まあ、ブラック企業あたりを

見れば、非常にこの辺がどうなのかなと思う

ので、熊本の中の中小企業の中で、そういう

実態はどうなのかがまず質問の１つと。 

それと、この休業手当を払わない方に、今

度国が第２次補正で新型コロナ対応の休業支

援金というのを恐らく打ち出されておりま

す。これは、７月末から何か開始されるとい

うのを聞いておりますけれども、これは基本

的に、会社に直接払うんじゃなくて、従業員

さんとかパートさんが直接国に申し込めるメ

ニューになっているとちょっと聞いておりま

すけれども、このメニューは、どういう概要

なのかをちょっと分かればお聞きしたいと思

いますけれども、よろしいですか。 

 

○岡村労働雇用創生課長 労働雇用創生課で

ございます。 

 企業の休業手当の支払いということだと思

いますけれども、従業員を休ませた場合には

休業手当を払うということになるんですが、

それに対して、雇用調整助成金というのがあ

りまして、休業させた場合は、雇用調整助成

金が事業主に、後日ですけれども、助成され

るという制度になっております。 

 こちらについては、上限額も１万5,000円

に引き上げられたりとか、あるいは解雇を行

ってない中小企業は10分の10手当てをされる

と。まあ自己負担がないというところなの

で、企業さんにとっては使いやすくなってい

るのかなと思うので、ぜひここは活用してい

ただければと思っているところです。 

 ただ、何らかの事情でその従業員さんが休

業手当をもらえないという、そういう方もい

らっしゃると思いますので、委員さっきおっ
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しゃったように、今般、国のほうでは、従業

員さんが直接労働局、ハローワークに申請し

たら、従業員に直接交付できるような、そう

いう助成金も制度化をされております。 

 ただ、詳細については、まだ具体的にはな

っておらないんですけれども、休業手当を受

けることができない労働者に対する新たな給

付制度という形になって、これは、もちろん

雇用調整助成金と同様、雇用保険の対象であ

る被保険者のみならず、雇用保険の被保険者

でない労働者、パートさんとかアルバイトさ

んとか雇用保険にかたってない、そういう方

も対象になっているという、その予定では伺

っております。 

 休業前賃金の80％、これは、月額で言いま

すと大体上限が33万円と想定されておるんで

すけれども、これを休業実績に応じて支給す

ることを想定されておるというふうには聞い

ております。 

 今のところは、まだそこまでの情報ですの

で、詳細な制度については、これからだと思

っております。 

 以上でございます。 

 

○城戸淳委員 雇用調整助成金に対しては、

ほとんど企業が申込みもされて――ただ使い

勝手が悪いと。それと、まずはやっぱり給料

を払ってから、後から国からその企業に入る

ということで、もう目の前にお金がない、そ

ういうところは申し込んでないという方がい

らっしゃるというのも聞いております。 

 そういう中で、先ほどの、直接個人に支払

うという部分のこういうメニューが、やっぱ

り、私が思うに、雇用調整助成金も最初ずっ

と独り歩きしよったんですよね。そして、こ

れは、申し込んでも何か時間がかかるとか申

し込みにくいとか、例えば、労務士さんに、

ちょっとこれは個人じゃできないと、そうい

う情報がずっと来て、結構時間がかかって、

緊迫な状況のところの企業は、本当にどうし

たらいいのかというのが本音だったと思うん

ですよ。 

 こういう国のメニューは、ある程度決定し

たら、やっぱり県内でもいろいろ告知を早め

にしていただいて、そしてそういう企業に勤

めたりする従業員、パートさんを救っていく

のはやっぱり情報網ですので、これは早めに

情報をお願いしたいと思います。 

 以上でございます。 

 

○内野幸喜委員 関連で、せっかくこの27ペ

ージのが出たので、ちょっと事業継続支援

金、これは、専決で非常にありがたい施策だ

と思うんですが、ただ、今、申請件数255

件、支払い済みが25件と。仮に、マックス、

全支払い先が法人だとして、5,000万です

ね。申請件数が255件、これが全て法人だと

しても５億1,000万ぐらいですね、５億ちょ

っと。ということは、36億あって、30億が残

っているわけですよ。 

 以前、私、課長にもちょっと話したと思う

んですが、国のほうの持続化給付金が５割以

上減少ということで、これは、30から50。今

は３割減だけど、今後、第２波、第３波が来

たときに、５割以上減少するかもしれないか

らということで申請を控えられている方がい

らっしゃるんですよね。仮に、申請して受け

取ったとした後で返金しないといけないと。

そういったこともあって、申請している方が

少ないというように私は思ってるんですね。 

 例えば、これ、やっぱり200万と20万、100

万と10万と。10倍違うんですね。売上げが49

％減りましたと。法人は20万、50％減ったと

ころは200万なんですね。だから、例えば、

今この30億からまだ――仮にですよ、全ての

法人で255件審査して全て支払ったとしても

30億は残るわけですね、現段階でですよ。だ

から、例えば、40％から50％については、20

万を40万とか、個人であれば10万を20万と

か、ちょっとやっぱりそういうふうにしたほ
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うが、より使い勝手がいい制度になるんじゃ

ないかなと思うんですよね。 

 やっぱり大きいんですよ、20万と200万、

100万と10万というのはですね。そこはどう

ですか。その辺は、今後検討の余地があるの

かどうかということですね。そこをちょっと

お聞かせいただければなと思います。 

 

○梅川商工政策課長 商工政策課でございま

す。 

 今内野委員御指摘のとおり、現状では、事

業継続支援金につきましては、申請件数はか

なり少ない状況でございます。見込んでいた

件数の１％ちょっとという状況でございま

す。 

 ただ、国の持続化給付金も同様ですが、申

請期間を来年の１月15日までというふうにし

ております。御指摘のとおり、今後、第２

波、第３波の懸念もございますし、国の持続

化給付金と県の事業継続支援金は、重複受給

はできないような設定にしておりますので、

模様眺めといいますか、毎月毎月の売上げの

状況を見ながら、前年同月と比較する対象月

を、今年の１月から12月までは、対象月とし

て設定できるようになっていますので、その

辺の状況を見ながら申請するかどうかを検討

されている事業者さんも多いのではないかと

いうふうに思っております。 

 この事業内容の見直しについてですが、今

日の時点で私から具体的なことは申し上げら

れませんけれども、国の２次補正も通りまし

て、臨時交付金も追加で交付される見込みに

なってまいりましたので、そういった財源の

裏づけができそうな状況も見えてまいりま

す。 

 それと、県内の様々な事業者の方が、内野

委員御指摘のとおり、かなりやっぱりコロナ

の影響で苦しんでおられて、何とか事業継続

いただきたいという思いは私ども持っており

ますので、どういった支援を、どういった対

象の方に講じていったほうがいいのかという

のは、様々な観点から検討していきたいとい

うふうに思っております。 

 以上です。 

 

○内野幸喜委員 今申請の１％なんですね。 

 

○梅川商工政策課長 １％です。 

 

○内野幸喜委員 想定の１％ってことですよ

ね。大体こういう支援金というのは、やっぱ

り結構申請数って多くなるんですね、本来

は。やっぱりこれは少ないというのは、さっ

き言ったように、50％と、30から50の減少幅

でこれだけやっぱり違うというのが、その大

きな要因だと思うんです。 

 だから、私は、今のままいっても、この36

億円予算を計上していますけれども、もし残

るようであれば、ちょっと段階的に多少要件

を変えていくというのも一つの手かなと。こ

れが、結果として、県内事業者の方にとって

は、事業継続がよりしやすくなることにつな

がるのであれば、そういったこともやっぱり

考えていくべきじゃないかなと思いますの

で、そこは、ぜひ今後の検討課題として、常

に持っといていただければなというように思

います。これは要望で。 

 

○前田憲秀委員 私も、今の27ページのとこ

ろなんですが、この右下の四角囲みの中に、

最大30万円って書いてありますでしょ。これ

は、この協力金の10万の企業というのは、特

措法の中でも比較的強い協力要請をしたとこ

ろが対象ですよね。そこは、ほとんど国の持

続化給付金なんですよ。だから、この10万と

最大20万足して30万というパッケージは、ち

ょっと、先ほど内野委員から言われたよう

に、ずれているんじゃないかなと思います。 

 もちろん、私も、事業継続支援金の増額も

一つ検討をお願いしたいんですけれども、私
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は、逆にこの協力金の額も、今から増やすの

はあれでしょうから、対象者を増やして、段

階的に減額するなりすれば、県民の見方とい

うのは大分違うんじゃないかなと思うんで

す。この10万、協力金が来ると聞いたけど、

私のところは対象じゃないんだという――結

構ありますよ。額は6,000件ほど見込んで、

4,600件の今申請があっているということで

すけれども、そこもしっかり、もう一回見て

みれば、額はあれかもしれませんけれども、

より多くの県民の方、事業者さんが対象にな

るんじゃないかなという気がしますので、そ

このところもぜひ検討いただければと思いま

す。 

 

○梅川商工政策課長 商工政策課でございま

す。御意見ありがとうございます。 

 先ほど、内野委員の御質問にもお答えしま

したとおり、今後の事業者支援の在り方につ

いては、幅広い観点から、協力金や支援金の

拡充も含めて検討してまいりたいと思いま

す。よろしくお願いします。 

 

○島田稔委員 ２点ほどお尋ねしたいと思う

んですが、まず１点は、23ページ、観光物産

課、国際課ですか。 

 地域観光再生強化事業ということで、これ

は、ホテル、旅館が中心になると思うんです

が、民泊が何か除外されている、包括されて

ないというふうに聞き及んでおりますけれど

も、なぜ民泊が入れないのか、ちょっとお尋

ねしたいと思うんですけれども。 

 

○脇観光物産課長 今回の事業は、中小事業

者を対象にしてやらせていただく事業なんで

すけれども、今回、旅館業法を取得して、い

わゆる衛生施設とか調理施設、そういったも

のに投資を加えて、かつ従業員等を雇用され

ているというところ、そういったところがや

っぱりホテル、旅館に集中しているわけでご

ざいますが、そちらのほうが非常にやっぱり

影響が大きいというところもございまして、

今回は、旅館、ホテルを対象にさせていただ

いたというところでございます。 

 

○島田稔委員 関係者によれば、ハンドボー

ルでもラグビーでも我々は協力したんだと。

で、県内で登録されているのは、59施設だそ

うです。したがって、そう従業員も多くない

わけですから、そういった面では、一緒に入

れてやって、そしてやっぱり支援してやった

ほうが、私は個人的にはいいのかなと思って

ますけれども、ぜひこれは検討いただければ

というふうに思っておりますので、よろし

く。 

また、ＧｏＴｏキャンペーンで、若干夏場

から変わってくると思いますので、そこでも

御検討をお願いしたいというふうに思いま

す。 

 あわせて、もう１件お尋ねをします。 

 27ページの商工政策課ですけれども、県独

自の事業継続支援金、これは、法人の支給額

が20万、個人で10万と。国の給付金は、前年

同月比で50％以上の売上減少を条件としてい

るのに対して、県は30から50ということで、

まあ補完するやつかなというふうに思ってま

す。 

 そういった中で、昨日テレビの報道番組を

見たんですが、現在、国の持続化給付金の申

請が、203万件だそうですね。そして、もう

既に支給済みが151万件で、75％ぐらい達成

しているというのが、昨日テレビであってお

りました。 

 そういった中で、ちょっと私が県の見解を

聞きたいんですが、私も選挙区が荒尾市なも

のですから、梨農家が110軒ぐらいあるんで

すね、荒尾市に。それで、梨農家の方から、

複数相談が僕にありました。それで、関係者

の方がかなりの数で申請を上げとると、国

に。それで、もう既に給付いただいた方がい
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らっしゃるそうです。これは、もうストレー

トに個人から国にオンラインで行きますの

で、数としては分かりませんが、そういった

中で、その方は、皆さんされているんでどげ

ん思いますかという相談ですよ。私も即座に

ちょっと答えることができなかったので、国

なりあるいは県の考え方をちょっとお聞きし

たほうがいいかなと。 

 あわせて、調べてみたら、個人で100万頂

いた場合は、まあ不正受給とみなされた場合

は、20％ペナルティーが科せられる。そし

て、３日ほど前、参議院の農林水産委員会

で、こういった不正受給にまつわるのが単発

的にあった場合はどうするのかということ

で、何か会計検査院の方が、それは後日きち

っと調べますと、こういうふうなやり取りも

あってるみたいで――これが、梨の場合は、

基本的に秋口に収穫をする。年が明ければ次

の秋の収穫に向けて準備に入る。３月末から

４月上旬が花粉づけなんですね。それで、４

月ないし５月は割方暇で、５月末から、今現

在もそうなんでしょうけれども、袋がけをや

っていくと、これが、毎年のパターンなんで

すよね。そういった中で、前年と比較して４

月、５月、そういった状況の中で、申請がで

きるのかあるいは給付がもらえるのか、そこ

ら辺の県の見解というか、ちょっとお尋ねし

たいと思います。 

 

○梅川商工政策課長 商工政策課でございま

す。 

 県の事業継続支援金にも関連いたしますの

で、商工政策課からお答えさせていただきま

す。 

 まず、国の持続化給付金ですけれども、島

田委員御指摘のとおり、手続上、県を通るわ

けではございませんので、申請内容を県が知

ることはできませんし、不正受給かどうかと

いう点についても、県のほうでは判断できな

い状況でございます。個別の事案が不正受給

に当たるのかそうでないのかというのは、内

容次第で、国のほうで判断されることだと思

っております。 

 ただ、一般論として申し上げますと、国の

持続化給付金ですけれども、感染症拡大によ

り、営業自粛等により特に大きな影響を受け

る事業者に対して給付されるものでございま

す。この給付金の趣旨を考えますと、感染症

拡大の影響を受けていないにもかかわらず受

給した事例があるとすれば、不適切ではない

かというふうに思います。 

 県の事業継続支援金につきましても、国の

持続化給付金と同様に、コロナの影響により

事業収入が減少した事業者の方を支援するも

のでございますので、不正受給と言われるよ

うな事例が生じないように、疑義があれば、

電話で確認をするなどしまして、適正な予算

執行に努めてまいりたいというふうに考えて

おります。 

 以上です。 

 

○島田稔委員 新聞に載っとったんですが、

日本郵便とかかんぽ生命、これは、不正の営

業をやったということで自粛しとった。ちょ

うど前年度に比べればかなり営業手当がつか

ぬものだから、それで申請して、会社命令

で、もうそれはやめとけということで、何か

ほとんどの方が取り下げたというような話も

出ておりました。 

 特に、今回の場合は、スピーディーに、迅

速にやれということで、そこら辺がおざなり

になっとる部分があると思うんですよ。した

がって、そういうことであれば、後々の国の

チェックも必要なんですが、確定申告等によ

ってその受給が正当なものであるかどうかを

事後的に確認する必要があるんじゃないかな

というふうに個人的には思ってますけれど

も、110軒、その中の複数の方からちょっと

御相談があって、私は、地元のことですから

――仮に、さっき申し上げたように、ペナル
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ティーが20％つきますよ。そうなると、100

万頂いた方が、120万今度はお返しして、そ

してまた追徴というか、延滞料等なんかも発

生すれば大変だなと、そんなふうに感じたも

のだから、ちょっと質問したところです。あ

りがとうございました。 

 以上です。 

 

○内野幸喜委員 ちょっと数字の訂正で――

国の給付金が200万、県が20万なので、数字

がごっちゃになって、さっき支払い済みが25

件、最大で500万ってことですね。で、申請

数が255件、これが、県で、最大で、全て法

人でやったとしても5,100万ってことです

ね。ちょっとさっき５億1,000万、それから

5,000万って言いましたけれども、5,100万、

それと500万ですね。ということは、35億以

上、今のままだったらまだ予算が消化できな

いということになりますので、より一層そう

いったことを検討していただければなと思い

ます。すみません、数字が間違っていまし

た。 

 以上です。 

 

○小早川宗弘委員 すみません、島田先生か

ら指摘があった23ページの件ですけれども、

この観光客誘致対策費ということで、マル新

って書いてあっですよね。地域観光再生強化

事業、これは２億4,500万。この中で、この

宿泊施設の感染防止対策とか、デジタルプロ

モーションだとか、あるいは観光地域づくり

団体が行う着地型旅行商品をやるんですか。

これは、４つの事業があっとで、ちょっとこ

このところを少し詳しく教えてください。ど

ういったことをやるのか。 

 

○脇観光物産課長 観光物産課です。 

 この地域観光再生強化事業は、全体で５つ

で実は構成をされておりまして、１つが、委

員御指摘のとおり、宿泊施設が実施するよう

な感染防止対策の強化とか地産地消のメニュ

ーを開発する、こういった取組に対して、私

どもが最大で100万、小さいところで10万、

これは、収容人数に合わせてでございますけ

れども、こちらのほうからそのかかる経費の

一部助成をするというところが１つです。 

 それから、デジタルマーケティングという

ことで、これは、国内外に向けて、私どもの

観光の情報、それから今の現況とかこういっ

たものを広くアピールするためにウェブ上で

行うような広告手段というところになりま

す。 

 それから３つ目が、民間事業者が行う新た

なサービス、このコロナ禍において、非常に

お客様のニーズとか消費行動が変わってきて

おりますので、そういったものに準じて新し

い観光サービスをつくろうというような事業

者に対して、私どもが、その経費にかかる一

部を補助させていただくというのがございま

す。 

 それからもう一つが、旅行商品の造成、こ

こにも書いてございますけれども、これが、

どちらかといいますと、地域の観光団体等が

地域の皆様と一緒になって観光客を誘客する

ための旅行商品づくり、こちらにかかる経費

の一部、こちらも助成をさせていただく予定

にしております。 

 それと最後に、これもちょっと新聞報道と

かもありましたけれども、阿蘇地域におい

て、顔認証システムを使って、今ちょうどコ

ロナ禍でもありますので、非常にクローズア

ップされておるんですが、非接触型の決済基

盤、予約管理システムみたいな、こういった

ものが導入できないかなということで、今年

度は、このシステム開発経費の一部をこの予

算の中に包含をさせていただいているところ

でございます。その５つでございます。 

 以上でございます。 

 

○小早川宗弘委員 非常に、こういうコロナ



第３回 熊本県議会 経済環境常任委員会会議記録（令和２年６月18日) 

 - 31 - 

禍の中で、観光業が、先ほどからもずっと、

部長の総括説明の中にもありますけれども、

内野先生だとか早田先生からも御指摘があっ

たように、大打撃を受けているというふうな

ことでありますので、こういったやっぱり地

道な活動を、地元の観光業をつくり上げてい

くんだということが非常にこれから大切では

ないかなというふうに思いますので、このベ

ストバランスですかね、感染拡大防止という

視点、それからこの経済活動のベストバラン

スというものを保ちながら、ぜひこういった

ことをしっかりとやっぱりやっていただきた

いなというふうに思います。 

 最近、テレビでいろいろ見とっと、いろん

なところ、あしたからいよいよ県をまたいだ

移動ができるというふうな話で、テレビで

も、京都とか和歌山とかいろんなところでい

よいよ観光再生に向けた取組があっていると

いうふうな報道がなされておりまして、これ

からは、ある部分、この熊本をどんどん売っ

ていかんばいけぬ時期じゃないか、観光客を

取り込んでいくと、地域間競争もしていかな

ければいけないというふうなことを感じてお

りますので、できるだけ早くこういう対策

を、あるいはプロモーションでも、熊本を売

っていくというふうな観光づくりを行ってい

ただきたいと思います。 

 以上です。 

 

○前田憲秀委員 すみません、１点だけ。 

 30ページの雇用調整助成金に関してなんで

すが、先ほど課長から御紹介もあったよう

に、１万5,000円に引き上げられて、９月ま

で。そして、たしか４月１日まで遡って対象

になると。企業のほうの方からは、とっても

ありがたいという話は聞いております。 

 ただ、その反面、私も、さっき寺野理事か

らお話があったように、宿泊施設、ホテルを

数件回らせていただいて、ここでは85％減と

いうことですけれども、私がお邪魔したとき

は、やっぱり９割減です。そのうち、インバ

ウンドの割合が多いところは、もう売上げの

見込みはやっぱりほとんど立たないと。そん

な中でも、この雇調金を使って従業員を何と

かとどめていますという話がありました。 

 その中で、社会保険料の話が出たんです

よ。雇用調整助成金で何とか人件費賄ってお

りますけれども、社会保険の企業負担という

のは、延納は可能なんですけれども、これは

後々払わないといけない、今の制度では。減

免じゃないと。ということで、９月まで延長

になってありがたいんですが、それ以降もこ

の社会保険料の企業負担は、やっぱりたまっ

ていく一方なんですという話があったんです

けれども、これは所管の厚労省になるんでし

ょうけれども、そういったのは、県として何

か把握というか、調査の中でされているもの

なんですかね。 

 

○岡村労働雇用創生課長 労働雇用創生課で

ございます。 

 社会保険料についての把握は、申し訳ござ

いませんが、ちょっと把握はできてないとこ

ろなんですけれども、確かに委員おっしゃっ

たように、支払いの猶予とか、そういう制度

はあっておるというふうに承知しておりま

す。国民健康保険とかであれば、市町村の窓

口のほうにとか、厚生年金ならそれぞれの会

社とか年金事務所とかいうところが相談機関

になっていると思うんですけれども、全体に

ついての把握がちょっとできておりません。

申し訳ございません。 

 

○前田憲秀委員 企業側としては、やっぱり

そういう切なる思いがあるように聞いてま

す。寺野理事からも、新しい観光という項目

がありました。特に、新しい生活様式をとい

うことで、行政は、今県民の皆さん方に発信

をしているわけなので、今までの例にとらわ

れない何らかの支援策をやはり検討すべきじ
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ゃないかなと思います。 

 先ほどからあるように、観光物産課でいろ

んな新メニューがありますけれども、やはり

コロナ対策に何かお金を使うときの助成だと

か、どうもやっぱり――ありがたいことなん

ですけれども、今までの概念から脱していな

いような気もするんですよね。今までにな

い、特に私が今言うのは、いわゆるホテル業

界、宿泊業界は、これは死活問題だと思いま

す。最初に言いましたように、売上げの見通

しはまずゼロです。ということは、やはり県

民総ぐるみでどこどこ施設に泊まりに行きま

しょうというような動きも必要なのかもしれ

ませんし、何らかの形で、そういう具体的に

――各企業さんがやっぱり悩んでいるという

のは的確に把握をしてほしいなという思い、

強く要望させていただきます。 

 藤井部長、寺野理事の重厚な商工観光労働

部体制ですので、今までにないような施策を

ばんと打ち出していただきたいというふうに

思います。 

 要望で終わります。 

 

○緒方勇二委員長 ほかにありませんか。 

  （｢ありません」と呼ぶ者あり) 

○緒方勇二委員長 なければ、以上で質疑を

終了します。 

 ここで、昼食のため休憩いたします。 

 再開は１時15分といたします。 

  午後０時16分休憩 

――――――――――――――― 

  午後１時12分開議 

○緒方勇二委員長 それでは、休憩前に引き

続き会議を開きます。 

 ただいまから、本委員会に付託されました

議案第１号、第３号、第４号、第12号及び第

22号について、一括して採決したいと思いま

すが、御異議ありませんか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

○緒方勇二委員長 御異議なしと認め、一括

して採決いたします。 

 議案第１号外４件について、原案のとおり

可決または承認することに御異議ありません

か。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

○緒方勇二委員長 御異議なしと認めます。

よって、議案第１号外４件は、原案のとおり

可決または承認することに決定いたしまし

た。 

 次に、今回付託された請第14号及び15号を

議題といたします。 

 請第14号及び15号については、内容が全く

同じですので、執行部から一括して状況の説

明をお願いします。 

  

○枝國消費生活課長 消費生活課でございま

す。 

 請第14号及び請第15号、地方消費者行政に

対する財政支援の継続・拡充を求める意見書

の提出を求める請願について御説明いたしま

す。 

 地方消費者行政に対する国の財政措置とし

て、平成29年度まで交付されていた交付金

は、その対象を消費生活相談に係る相談員の

人件費や運営費、また、消費者教育、啓発な

ど、幅広い事業を対象としておりました。と

ころが、平成30年度に交付金制度の見直しが

なされ、新たな交付金が創設されましたが、

この新たな交付金の対象は、例えば若年者へ

の消費者教育の推進など、国として取り組む

べき重要消費者政策に限定されており、消費

生活相談員の人件費など、地方公共団体が必

要とする基盤的経費は対象とされておりませ

ん。 

 また、従来型の交付金も維持はされました

が、この交付金の今年度の国の予算額は、平

成29年度からの削減率が４割を超える大幅な

減額となっており、全国的に大きな影響が生

じております。 

 本県におきましても、県及び市町村の要望
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額に対する充足率が約80％にとどまり、各種

事業の廃止や縮小をせざるを得ない事態とな

っております。 

 執行部といたしましても、地方公共団体が

必要とする事業を行うためには、今後も国の

交付金の十分な予算措置が不可欠と考えてお

ります。 

 説明は以上でございます。 

 

○緒方勇二委員長 ただいまの説明に関して

質疑はありませんか。 

  （｢ありません」と呼ぶ者あり) 

○緒方勇二委員長 なければ、これで質疑を

終了いたします。 

 次に、採決に入ります。 

 請第14号及び15号については、いかがいた

しましょうか。 

  （｢採択」と呼ぶ者あり) 

○緒方勇二委員長 採択という意見がありま

すので、採択についてお諮りいたします。 

 請第14号及び15号を採択とすることに御異

議ありませんか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

○緒方勇二委員長 御異議なしと認めます。

よって、請第14号及び15号は、採択とするこ

とに決定いたしました。 

 ただいま採択を決定いたしました請第14号

及び15号は、国に対して意見書を提出しても

らいたいという請願であります。 

 そこで、意見書(案)について、事務局から

配付させます。 

  （意見書(案)配付) 

○緒方勇二委員長 今配付いたしました意見

書(案)は、請願書の請願の趣旨、理由とほと

んど内容は変わらないようでありますが、こ

の案のとおりでよろしいでしょうか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

○緒方勇二委員長 御異議なしと認め、この

意見書(案)により議長宛てに提出することに

決定いたしました。 

 次に、今回付託された請第16号を議題とい

たします。 

 請第16号について、執行部から状況の説明

をお願いします。 

  

○枝國消費生活課長 消費生活課でございま

す。 

 請第16号、消費者自立のための生活再生総

合支援事業の継続を求める請願について御説

明いたします。 

 この事業は、多重債務者など生活再生の支

援が必要な方々に対しまして、債務整理から

生活再生までの一貫した支援を行うことを特

徴としております。 

 具体的には、御相談を受け、生活再生に向

けた家計診断や生活指導を行い、また、必要

に応じて法律専門家による債務整理等の支援

や債務整理に伴う臨時的な生活資金の貸付け

を行っております。平成22年度から、グリー

ンコープ生活協同組合くまもとに委託して実

施しております。 

 これまで10年間の事業実績といたしまして

は、新規相談件数が約6,600件、貸付件数が

約650件、貸付額は２億6,900万円余となって

おります。 

 また、新型コロナウイルス感染症の発生以

降、感染症の影響による収入減などの相談が

寄せられており、これらの方々への生活再生

支援も実施しております。 

 執行部といたしましても、本事業は、多重

債務者はもとより、被災者の方々の生活再生

の支援に効果を上げており、非常に重要な事

業と考えております。 

 説明は以上でございます。 

 

○緒方勇二委員長 ただいまの説明に関して

質疑はありませんか。 

  （｢ありません」と呼ぶ者あり) 

○緒方勇二委員長 なければ、これで質疑を

終了いたします。 
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 次に、採決に入ります。 

 請第16号については、いかがいたしましょ

うか。 

  （｢採択」と呼ぶ者あり) 

○緒方勇二委員長 採択という意見がありま

すので、採択についてお諮りいたします。 

 請第16号を採択とすることに御異議ありま

せんか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

○緒方勇二委員長 御異議なしと認めます。

よって、請第16号は、採択とすることに決定

いたしました。 

 次に、請第17号を議題といたします。 

 請第17号について、執行部からの状況の説

明をお願いします。 

  

○岡村労働雇用創生課長 労働雇用創生課で

ございます。 

 請第17号、コロナ禍を乗りこえるために最

低賃金の大幅引き上げと全国一律制度求める

請願について御説明いたします。 

 請願の裏面、２ページ目の請願項目を御覧

ください。 

 項目の１は、コロナ禍を乗り切り、地方で

安心して暮らすため、政府及び関係機関に意

見書を提出することを求める請願であり、１

の(1)の１つ目、アは、中小企業に対する大

企業による優越的地位の濫用、代金の買いた

たきや支払い遅延等をなくすため、関係法を

改正すること。 

イは、最低賃金を引き上げるための中小企

業支援策を抜本的に拡充することなどです。 

 (2)では、最低賃金の改善内容として、最

低生活費を満たす金額とし、できる限り早期

に全国最低800円を確保し、2020年までに全

国平均1,000円を目指すという政府との合意

事項を達成し、他の先進国並みの最低賃金額

を目指すこと。全国一律最低賃金制度の確立

等、地域間格差を縮小させるための施策を進

めること。最低賃金関係の審議会や専門部会

の公開性を高めること。非正規労働者が意見

陳述する機会を必ず設けることが要望されて

います。 

 また、(3)最低賃金違反を根絶するため、

労働基準監督官を大幅増員し、監督行政の強

化を図ることも要望項目となっています。 

 項目の２は、県として、最低賃金引上げの

ための中小企業支援策をさらに拡充すること

も要望されています。 

 執行部からは、現在の本県の経済、雇用の

状況について御説明いたします。 

 新型コロナウイルス感染症拡大について

は、特に中小、小規模事業者は大きく影響を

受けており、県内のコロナ関連の企業倒産

は、５月28日時点で２件、加えて２件が破産

手続申立て準備中、また、解雇や雇い止め

は、５月22日の76人から、６月12日の313人

へと急増しております。そうした中で、中小

企業等は、まずは事業の継続と雇用の維持に

向けての取組を行われております。 

 県としても、資金繰りや事業継続、雇用継

続のため、様々な中小企業支援に努めている

状況です。 

 説明は以上でございます。 

 

○緒方勇二委員長 ただいまの説明に関して

質疑はありませんか。 

  （｢ありません」と呼ぶ者あり) 

○緒方勇二委員長 なければ、これで質疑を

終了いたします。 

 次に、採決に入ります。 

 請第17号については、いかがいたしましょ

うか。 

  （｢不採択」と呼ぶ者あり) 

○緒方勇二委員長 不採択という意見があり

ますので、不採択についてお諮りいたしま

す。 

 請第17号を不採択とすることに御異議あり

ませんか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり) 
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○緒方勇二委員長 御異議なしと認めます。

よって、請第17号は、不採択とすることに決

定いたしました。 

 次に、閉会中の継続審査事件についてお諮

りいたします。 

 議事次第に記載の事項について、閉会中も

継続審査することを議長に申し出ることとし

てよろしいでしょうか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

○緒方勇二委員長 異議なしと認め、そのよ

うに取り計らいます。 

 次に、その他に入ります。 

 執行部から報告の申出が３件あっておりま

す。 

 まず、報告について執行部の説明を求めた

後、一括して質疑を受けたいと思います。 

 それでは、坂野水俣病審査課長から順次報

告をお願いします。 

  

○坂野水俣病審査課長 水俣病審査課でござ

います。 

 お手元の資料の経済環境常任委員会報告事

項、環境生活部の冊子の１ページをお願いい

たします。 

 水俣病対策の状況につきまして、水俣病の

認定業務の状況及び係争中の裁判等について

御説明をいたします。 

 まず、１の(1)認定審査の状況でございま

すが、上段の表に記載のとおり、28年度以

降、認定審査会を４年間で23回開催をしてお

りまして、今年１月までに1,159件の審査を

完了したところでございます。 

 一方、３月に予定されておりました認定審

査会が新型コロナウイルスの影響により開催

が延期されたため、復旧・復興４か年戦略に

掲げました４年間で1,200件の目標には届か

なかったところでございます。 

 今後、新型コロナウイルスへの感染防止を

徹底した上で、申請者の個別事情に十分配慮

しながら、丁寧に審査を進めてまいります。 

 次に、(2)の認定申請の状況でございます

が、中段の表に記載のとおり、未決定の申請

件数は、平成28年度末の1,146件から令和元

年度末の419件に減少しているところでござ

います。 

 続きまして、２の係争中の裁判の状況につ

いてでございます。 

 現在、熊本県が被告となっている係争中の

裁判につきましては、国家賠償等請求訴訟が

６件、本県の棄却決定の取消しと認定義務づ

けを求める行政訴訟が２件、合計８件となっ

ております。 

 このうち、今年２月に東京高裁で判決言渡

しのありました国賠訴訟１件と、３月に福岡

高裁のほうで判決言渡しのありました国賠訴

訟１件につきましては、いずれも原告側が、

国、県側勝訴の判決を不服としまして、上告

手続を行っているところでございます。 

 裏面の２ページに、その一覧を記載をして

おります。 

 いずれの訴訟におきましても、司法の場

で、県としての主張、立証を行い、適切に対

応してまいります。 

 水俣病審査課からの説明は以上でございま

す。 

 

○波村環境政策課長 環境政策課でございま

す。 

 ２ページ目の３、ＪＮＣ株式会社の令和元

年度決算の概要について説明いたします。 

 ＪＮＣの令和元年度決算は、主力の液晶材

料等事業において、中国メーカーとの競争激

化や米中貿易摩擦等による輸出減に伴い販売

が低調となったことなどから、経常利益は、

前年度を下回る約32億円となりました。 

 これは、目標額である53億円を下回る額で

はありますが、水俣病患者補償金の支払いに

ついては、確実に遂行されることとなってお

ります。 

 ３ページ目と４ページ目の参考資料は、Ｊ
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ＮＣの決算確定を受け、金融支援抜本策のル

ールに基づく令和２年度の支援措置額に関す

るものでございます。ポイントのみ説明させ

ていただきます。 

 まず、３ページ目の参考１の図を御覧くだ

さい。 

 右側が今年度のＪＮＣの経常利益の配分図

でございます。 

 国と県が参画するチッソ金融支援連絡会議

において申し合わせましたルールに基づき、

患者補償費、租税公課、無利子化相当額を除

きました本年度のチッソからの公的債務の返

済額の見込みは、中ほどの黒い部分でござい

ますが、約1.3億円となる見込みでございま

す。詳細は、４ページの参考２の図で説明さ

せていただきます。 

 ４ページを御覧ください。 

 金融支援措置の仕組みを図に表したもので

ございます。 

 図の右側に記載しております①の経常利益

32.1億円から患者補償、租税公課、無利子化

相当額を除いた額が⑥の二重線で囲んでいる

部分でございますが、これが、公的債務にお

ける可能な範囲での返済ということで、先ほ

ど申し上げました公的債務の返済見込み額約

1.3億円でございます。 

 この1.3億円と国と県で申し合わせたルー

ルに基づき、左側の二重線で囲った部分でご

ざいますが、(ア)の本年度の患者県債の償還

額約5.4億円との差額が約４億円でございま

すが、図の中ほどで点線で囲んでおりますこ

れがチッソ返済額の不足額でございます。 

 この不足額４億円につきましては、金融支

援抜本策により、８割のⒶ3.2億円が国庫補

助金から、２割のⒷ8,000万円が特別県債で

手当てすることとされています。 

 なお、この特別県債につきましては、元利

償還金について100％の交付税措置がなされ

ております。 

 図の左下の３つの県債でございますが、平

成７年度の一時金県債、特別県債、平成22年

度の一時金県債につきましては、支払い猶予

等で、チッソまたは財団からの返済がまだ始

まっていないため、県として、令和元年度に

償還すべき分を一般会計から繰り出して返済

するものでございます。なお、この繰出金に

つきましても、大部分は交付税措置がなされ

ているところでございます。 

 今回においても、水俣病患者補償の支払い

に支障を来すことはございませんでしたが、

国とともに、引き続きチッソの経営状況をし

っかりと注視しながら、原因企業であるチッ

ソに対し、水俣病問題の責任の遂行を求めて

いくこととしております。 

 以上でございます。 

 

○葉山環境保全課長 環境保全課でございま

す。 

 ５ページをお願いいたします。 

 水俣湾環境対策基本方針に基づく水俣湾の

環境調査結果及び水俣湾埋立地の点検・調査

結果について御説明いたします。 

 １の水俣湾の水質等の水銀調査結果でござ

います。 

 (1)の調査の趣旨のとおり、平成13年に策

定した水俣湾環境対策基本方針に基づき、中

長期的視点から、水俣湾の環境状況を把握す

るために毎年実施しているものでございま

す。 

 令和元年度の結果は、(3)のとおり、水

質、地下水共に総水銀は検出されておりませ

ん。また、底質も、暫定除去基準値を下回っ

ております。さらに、魚類調査につきまして

も、水銀の暫定的規制値を下回っておりまし

た。 

 (4)の今後の対応ですが、今年度も、引き

続き同様の調査を実施する予定としておりま

す。 

 次に、６ページをお願いします。 

 ２の水俣湾埋立地の点検・調査結果につい
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て御説明いたします。 

 これは、港湾課、都市計画課が担当してお

りまして、(1)の点検、調査の趣旨のとお

り、水俣湾環境対策基本方針に基づき、埋立

地の安全性の確認と必要な補修の把握を目的

として、毎年実施しているものでございま

す。 

 令和元年度の結果は、(3)のとおり、アの

埋立護岸前面海域及び埋立地内地下水の水質

調査では、総水銀は検出されておりません。

イの地盤調査では、異常な沈下及び陥没は見

られませんでした。ウの構造物変状調査で

も、構造に影響を及ぼすような変状等は見ら

れませんでした。 

 今年度も、同様の点検と調査が予定されて

おります。 

 説明は以上でございます。よろしくお願い

いたします。 

 

○前田自然保護課長 自然保護課でございま

す。 

 資料７ページを御覧ください。 

 熊本県における鹿の推定生息頭数の調査結

果について御報告します。 

 まず、１、調査の趣旨ですが、現行の第12

次鳥獣保護管理事業計画書の中で、計画の期

間内に県内のニホンジカの推定生息頭数を調

査するもので、昨年度に実施したものです。 

 次に、２、調査期間・方法ですが、期間が

令和元年10月１日から令和２年３月13日ま

で。方法として、ふん粒調査に加え、捕獲頭

数、被害情報、目撃情報を基に生息頭数を推

定する階層ベイズ法により実施しました。 

 ３、調査結果につきましては、表に地域ご

とに記載しております。 

 前回の平成26年度調査から、３万頭程度増

加しているという結果になっております。地

域ごとでは、阿蘇、八代、球磨、芦北で増加

するとともに、天草地域でも初めて生息が確

認されるなど、生息域の拡大も確認されてお

ります。 

 裏面を御覧ください。 

 ４、増加の要因でございますが、２点ほど

考えられます。 

 まず、年間の捕獲頭数が、平成30年度に初

めて２万頭を超えるなど、狩猟者の皆さんの

頑張りはあるものの、繁殖のペースが捕獲の

ペースを上回っているので増加していると考

えられます。 

 次に、調査方法が、環境省等で用いられて

いる階層ベイズ法を採用することにより、ふ

ん粒調査に加え、捕獲頭数、被害情報などを

算定因子として考慮することから、ふん粒法

より一般的に数値が高くなる傾向にありま

す。 

 ５、今後の対応としては、熊本県農林水産

業被害対策プロジェクトによる庁内横断的な

連携のほか、市町村等の関係団体ともさらな

る連携を図り、捕獲及び狩猟者の育成、確

保、環境整備等、総合的な対策の強化を図っ

てまいります。 

 あわせて、国に対しまして、捕獲補助金の

増額等、対策に必要な予算の確保につきまし

ても、引き続き求めてまいります。 

 説明は以上です。よろしくお願いいたしま

す。 

 

○緒方勇二委員長 報告が終了しましたの

で、質疑を受けたいと思います。質疑はあり

ませんか。 

  （｢ありません」と呼ぶ者あり) 

○緒方勇二委員長 なければ、これで報告に

対する質疑を終了いたします。 

 最後に、その他に入りますが、本日は、３

密を防ぐため出席職員を限定しておりますの

で、この場で回答できない場合は、後日、文

書等で回答させていただくことといたします

ので、御理解と御協力をよろしくお願いしま

す。 

 それでは、委員の先生方から何かありませ
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んか。 

  （｢ありません」と呼ぶ者あり) 

○緒方勇二委員長 なければ、以上で本日の

議題は終了いたしました。 

 最後に、要望書等が６件提出されておりま

すので、参考としてお手元に写しを配付して

おります。 

 以上で本日の議題は全て終了いたしまし

た。 

 それでは、これをもちまして第３回経済環

境常任委員会を閉会いたします。 

  午後１時36分閉会 
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